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１ 本報告書の内容は、当該事業年度における中期計画の進捗状況に係る自己評価結果報告書と同一であること。 

２ 自己評価の方法（評価項目・評価基準及びその判断の目安）は概ね、次のとおりであること。 
 

【最小単位別評価】  【大項目別評価】  【全体評価（総合的な評定）】 

① 年度計画の最小項目（48 項目） 
ごとの達成状況を５段階評価 

 
  
 積 上  

② 中期計画の５つの大項目ごとの 
進捗状況を５段階評価 

 
 
 積 上  

③ 中期計画全体の進捗状況を 
５段階評価 

評点 評 語 判断の目安  符号 評 語 判断の目安  符号 評 語 判断の目安 

5 
年度計画を十
二分に達成 

達成度 
 
 120％以上 

 

ｓ 
中期計画の進捗
は優れて順調 

①の評点の
単純平均値 

 4.3 以上 

 

Ｓ 
中期計画の進捗
は優れて順調 

②の評点の
加重平均値 

 4.3 以上 

4 
年度計画を十
分達成 

 100％以上 
 120％未満 

 

ａ 
中期計画の進捗
は順調 

 3.5 以上 
 4.2 以下 

 

Ａ 
中期計画の進捗
は順調 

 3.5 以上 
 4.2 以下 

3 
【標 準】 

年度計画を概
ね達成 

  90％以上 
 100％未満 

 

ｂ 
【標 準】 

中期計画の進捗
は概ね順調 

 2.7 以上 
 3.4 以下 

 

Ｂ 
【標 準】 

中期計画の進捗
は概ね順調 

 2.7 以上 
 3.4 以下 

2 
年度計画はや
や未達成 

  70％以上 
  90％未満 

 

ｃ 
中期計画の進捗
はやや遅れている 

 1.9 以上 
 2.6 以下 

 

Ｃ 
中期計画の進捗
はやや遅れている 

 1.9 以上 
 2.6 以下 

1 
年度計画は未
達成 

  70％未満 

 

ｄ 
中期計画の進捗
は遅れている 

 1.8 以下 

 

Ｄ 
中期計画の進捗
は遅れている 

 1.8 以下 

   
 
 

備考：評点の付け方について 
   ほぼ計画どおり達成した場合を「標準」とし３点を付す。４点以上は、達成度が計画以上である場合に付すことが基本である。
例えば、制度、仕組みを整備する計画の場合、計画に沿って当該制度等を整備した場合は３点を付し、整備された制度等が既に
機能を発揮していると認められる場合に４点以上を付すこととなる。 
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１ 法人の概要 （令和3年5月1日現在） 

第3期中期目標に係る業務の実績に関する報告書（平成30～令和3年度の状

況）に記載のとおり 

 

２ 令和3年度に係る業務の実績に関する自己評価結果 

 

 (1) 総合的な評定 

 

  評 定  

 

    中期計画の進捗は概ね順調（Ｂ） 

 

【理 由】 

 

各大項目の評点平均値に当該大項目のウエイトを乗じて得た数値の

合計値は 3.3 であり、評定「Ｂ」（2.7 以上 3.4 以下）の範囲内である。 

また、各大項目の３以上の評点が占める割合に、当該大項目のウエイ

トを乗じて得た数値の合計が 90％に満たない場合は一段階下位の評定

（Ｃ評価：やや遅れている）をすることもできるが、当該割合は 100％

であることから、評定に影響を及ぼす状況にはない。 
 

 

 (2) 評価概要 

 

ア 全体的な状況 

 

５つの大項目（「教育研究等の質の向上」「業務運営の改善及び効率

化」「財務内容の改善」「自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提

供」及び「その他業務運営」）のうち、「教育研究等の質の向上」に係

る中期計画の進捗は順調、その他の大項目に係る進捗は概ね順調である。 

 

イ 大項目ごとの状況 

（※ No.は関連する中期計画の番号。白抜き数字は評点。） 

 

 

 

 

(ｱ) 教育研究等の質の向上に関する事項 

 

  評 定  

 

     中期計画の進捗は順調（ａ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（32項目）の評点平均値は3.5であ

り、「ａ評価」の判断の目安である「3.5以上4.2以下」の範囲内であ

る。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であり、90％以上であること

から、評定に影響を及ぼす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

 

【教 育】 

     

① 基盤教育の新カリキュラムについて、開講準備のために立ち上げ

たワーキンググループを中心に検討を行い、担当者や運営体制、授

業概要、到達目標、具体的学習目標、評価方法等を整備した。 

［No.1、2］３ 

 

② 学習支援として、直前対策セミナーや英語授業の改善のための教

員 FD を実施するとともに、目標到達状況等について適宜学科と情報

共有し指導を行った結果、全学科が目標水準を達成した。また、令

和４年度からの新カリキュラムにおける目標水準は一部引き上げる

こととした。［No.3］４ 

 

③ 卒業生全員が在学中に、各種演習や実習での発表展示により、地

域に向けた学外発表を複数回経験した。また、卒業生のうち地域文

化や地域産業資源に関連した教育を履修した学生は 50.8％（29/57

名）であった。［No.8］４ 

 

④ 全学年を対象とした「福祉マインドを基盤とした地域共創力に関
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するコンピテンシー評価」のほか、就職先からの外部評価を実施し、

その内容を分析して教育プログラムに反映させた。［No.9］４ 

 

⑤ 1 年生から適用される新カリキュラムについて、各科目の開講に

向けた準備のため、実習プログラムを開発し、教育内容の検討を行

った。また、実習担当教員が、実習施設に新カリキュラムの主旨を

説明し、４件の実習先を新たに確保した。［No.10］４ 

 

⑥ 社会福祉士国家試験について、受験対策講座の対象年次を引き下

げる等、対策を強化した。合格率（新卒）は 65.6％(61 人/93 人)

であった。（中期計画の目標は 70 ％以上）。［No.11］３ 

 

⑦ 精神保健福祉士国家試験について、合格率（新卒）は 100％(15 人

/15 人)であった（中期計画の目標は 70％以上）。［No.12］５ 

     

⑧ 看護職国家試験について、合格率（新卒）は、看護師 100％(55 人

/55 人)、保健師 100％(16 人/16 人)、助産師 100％(12 人/12 人)で

あった（中期計画の目標はいずれも 100％）。［No.14］５ 

 

⑨ 管理栄養士国家試験について、合格率（新卒）は 95.3％(41 人/43

人)であった（中期計画の目標は 100％）。［No.16］４ 

 

【学生支援】 

 

① 各学科、山口しごとセンター等、学内外の関係部局との連携を図

りながら、キャリア教育 MAP に沿って、１年次から４年次まで計画

的にキャリア教育・就職支援を実施した。［No.21］４ 

 

② 就職対策講座、インターンシップや合同就職フェアへの参加を、

キャリア教育 MAP に沿って計画的に実施した結果、学部卒業生の就

職決定率は100％(286人/286人)であった（中期計画の目標は100％）。

［No.22］５ 

 

 

【研 究】 

 

論文等の投稿・発表の質の向上を図るため、学術研究推進共同体

により、複数の研究者が協力して支援を行い、学術水準の向上を図

り、外部資金の獲得や教育・地域貢献への反映につなげる取組を行

った。［No.23］３ 

 

【地域貢献】 

 

① 地域からの研究ニーズと学内シーズのマッチング体制を活用し、

県政課題や地域課題解決に資する研究活動を推進し、研究成果は学

内外における展示会の開催や論文での公表等により地域に還元した。

［No.25］４ 

 

② 各学科・研究科・別科において令和 3 年度入試の検証を行い、検

証結果に基づき令和 4 年度入試を着実に実施した。また、オープン

キャンパスや出前講義、進路説明会、大学見学、高校訪問等の入試

広報活動を実施するとともに、高大接続事業として、４学科におい

てワークショップ等を実施した。 

［No.26］３ 

 

③ 県内就職促進に向けたマッチングプログラムに沿って、山口県イ

ンターンシップ推進協議会と連携を図るとともに、企業訪問や、県

内病院への推薦応募の情報提供及び手続支援等、県内定着を促進す

るための取組を行った。学部卒業生の県内就職率は 42.7％であった

（中期計画の目標は 50％）。県内就職希望者の県内就職率は 94.4％

であった（中期計画の目標は 100％）。［No.27］３ 

 

④ 県と情報交換会を開催し、県からのニーズ聴取や本学からのシー

ズ提供を通して双方の状況把握を行った。また、学内シーズ醸成の

ための研究プロジェクトとして、地域の活性化や健康に資する 2 件

の研究活動を実施した。［No.32］５ 
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(ｲ) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（7項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であり、90％以上であること

から、評定に影響を及ぼす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

      

管理職員等研修会において「パブリシティの手引き」及び「情報提

供フォーム」の活用方法について説明を行い、各所属からの積極的な

情報提供を呼び掛けた。また、創立 80周年に合わせた本学の魅力発信

として、山口県の広報誌「ふれあい山口」への広告掲載など、積極的

な広報活動を行った。［No.39］３ 
 

(ｳ) 財務内容の改善に関する事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（3項目）の評点平均値は3.3であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であり、90％以上であること

から、評定に影響を及ぼす状況にはない。 

 

 

 

  長所及び問題点等  

 

令和 4 年度予算については、令和 2 年度決算の分析及び令和 3 年度

予算執行状況を踏まえながら、経費ごとに適正な予算編成を行った。

経費の適切な使用や不正防止を目的に、会計処理に関するルールを分

かりやすくまとめたハンドブックや、学内の事務処理を円滑にするた

めの旅費マニュアルを作成した。［No.42］４ 

 

(ｴ) 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（1項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であり、90％以上であること

から、評定に影響を及ぼす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

 

自己評価について、公立大学法人評価委員会の評価を受け、その結果

を公表するとともに、学内審議会等において報告して全学での課題共有

を図った。また、自己点検評価委員会において基本方針・基本マニュア

ル・報告書様式等を決定し、教育研究活動の質の向上のため年次点検を

本格実施した。［No.43］３ 

 
(ｵ) その他の業務運営に関する重要事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 
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【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（5項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であり、90％以上であること

から、評定に影響を及ぼす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

 

① 図書館の利用促進を図るため、図書館や情報文献検索の利用ガイダ

ンスの実施等をはじめ、利用案内リーフレットの配布や広報誌の発行

を行った。［No.46］３ 

 

② 年間安全衛生計画に基づき、衛生委員会のもとで、構内巡視、健康

診断等、安全衛生を確保するための諸活動を実施した。また、当年度

の実績評価を行うとともに、次年度の年間安全衛生実行計画を策定し

た。さらに、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、消毒液の

定期補充、常時換気の周知等を実施した。［No.47］３ 

 
 
(3) 対処すべき課題 

特になし 

 

 

(4) 従前の評価結果等の活用状況 

ア 公益財団法人大学基準協会 

平成 29 年度に受けた認証結果において指摘された 2項目について、令

和元年度までに対応した。 

 

イ 山口県公立大学法人評価委員会 

令和 2 年度実績評価において指摘された項目について、次のとおり対

応した。  

① 学内研究の推進が地域課題解決に資する「大地共創研究」の実現［№

25］ 

子育てしやすい県づくりへの取組として、市町の子ども貧困対策施

策への指導助言や、地域子育て支援拠点職員のスキルアップを目的と

した研修等を実施したほか、「子ども家庭ソーシャルワークセンター

（仮称）」の設置に向けた検討を開始した。 

② 入学者に占める県内生割合の向上［№26］ 

新たな高大接続事業企画を看護学科で本格実施し、文化創造学科以

外の 3学科については試行を行い、次年度以降の本格実施に向けた準

備を整えた。 

③ 卒業生の県内定着の促進［№27］ 

新たに就活対策講座を追加したほか、本学独自の企業訪問を計画し、

県内市町の職場見学及び仕事説明会を開催した。また、看護学科と連

携して県内病院への推薦応募の情報提供及び手続支援を行った。 
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(5)令和 3年度の事業年度評価に係る項目別評価結果総括表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５点 ４点 ３点 ２点 １点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点

３点以上
の評点
が占める
割合

32 32 4 7 21 3.5 12.5 21.9 65.6 100.0 ａ 0.50

（再掲含む単純計） 33 33 4 8 21 3.5 12.1 24.2 63.6 100.0 再掲（№.25）

19 19 2 5 12 3.5 10.5 26.3 63.2 100.0

3 3 1 1 1 4.0 33.3 33.3 33.3 100.0

3 3 1 2 3.3 33.3 66.7 100.0

8 8 1 1 6 3.4 12.5 12.5 75.0 100.0 再掲（№.25）

7 7 7 3.0 100.0 100.0 ｂ 0.20

3 3 3 3.0 100.0 100.0

2 2 2 3.0 100.0 100.0

1 1 1 3.0 100.0 100.0

1 1 1 3.0 100.0 100.0

3 3 1 2 3.3 33.3 66.7 100.0 ｂ 0.20

1 1 1 3.0 100.0 100.0

2 2 1 1 3.5 50.0 50.0 100.0

1 1 1 3.0 100.0 100.0 ｂ 0.05

5 5 5 3.0 100.0 100.0 ｂ 0.05

3 3 3 3.0 100.0 100.0

1 1 1 3.0 100.0 100.0

1 1 1 3.0 100.0 100.0

単純合計（ウェイト非考慮） 48 48 4 8 36 3.3 8.3 16.7 75.0 100.0

3.3 6.3 17.6 76.1 100.0 1.00

１　自主財源の確保

１　施設設備の整備、活用等

２　安全衛生管理

３　法令遵守及び危機管理

２　経費の抑制

第４　自己点検、評価及び当該状況に係る情報
の提供

備考区　　分

第１　教育研究等の質の向上

第２　業務運営の改善及び効率化

第３　財務内容の改善

第５　その他の業務運営

１　教育

２　学生支援

３　研究

４　地域貢献

１　事務等の合理化の継続的推進

３　働きやすい職場環境の整備

２　人事評価制度等による職能開発の推進

中期計
画項目

数

最小単位別評価の評点の内訳（個） 最小単位
別評価の
評点平均
値(小数
点以下第
２位四捨
五入）

最小単位別評価の評点の内訳（構成割合（％））

全体評価

大項目別
評価（評
定）

大項目の
ウェイト

最小単
位別評
価の対
象項目
数（年度
計画項
目数）

４　大学の情報発信の仕組み構築
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３ 中期計画の各項目ごとの実施状況 
 

 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項  

 中項目    １ 教育 

 

中 

期 

目 

標 

１ 教育に関する目標 
人との関わりを重視した教育研究を行う大学として、住民の健康の増進や個性豊かな地域文化の進展に資する高い教養と

専門的能力を有する人材を育成するため、これまで進めてきた取組も含め、ＰＤＣＡサイクルを展開することにより、学生
ニーズも踏まえた特色ある教育の更なる推進を図る。 
また、地域を牽引する「地域貢献型大学」として、地域や時代のニーズに即した人材を育成するため、産学公の緊密な連

携の下、真に地域が必要とする人材の育成に向けた教育カリキュラムの構築について全学的に進める。 
一方で、大学教育の質の保証・向上を図るため、既存の教育プログラムにとらわれることなく、学生の学修の視点に立っ

た教育プログラムとなるよう、必要な改善に不断に取り組む。 

 
中期計画 令和 3 年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第１ 教育研究等の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するため取る

べき措置 

 (1) 特色ある教育の推進 

 ア 学士課程 

 (ｱ) 全学共通 

 ① 地域で共創できる人材の育成 

   大学で修得した知識・技能を地域で活

用・展開できる能力や地域に関わる姿勢を

身につけた学生を輩出できるよう、これま

での全学教育を検証する体制を整える。

{No.1} 

・全学教育再生プロジェクトの立ち上げ 

・カリキュラムの見直し・実施 

第１ 教育研究等の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するため

取るべき措置 

 (1) 特色ある教育の推進 

 ア 学士課程 

 (ｱ) 全学共通 

 ① 地域で共創できる人材の育成 

   基盤教育の新カリキュラムについ

て、学内のワーキンググループを中心

に令和4年度に向けた開講準備を進

め、修得した資質・能力を地域で活

用・展開できる力を育成する科目の、

具体的な授業概要・授業方法・評価

方法を整備する。 

また、COC+終了後のやまぐち未来

創生人材育成事業を実施するととも

に、新カリキュラムに合わせた展開方

法を検討する。{No.1} 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

基盤教育の新カリキュラムについて、開講準備

のために立ち上げたワーキンググループを中心

に検討を行い、担当者や運営体制、授業概要、到

達目標、具体的学習目標、評価方法等を整備した。 

新カリキュラムの人材育成目標を達成するた

めに、４つの科目群を置き、各科目群に置いた科

目と人材育成目標との関係を明確にするために

カリキュラムマップを作成した。シラバスは、基

盤教育独自の「シラバスチェックシート」を用い

てピア・レビューし、改善に努めた。 

新カリキュラム、中でも「やまぐち未来デザイ

ンプロジェクトⅠ・Ⅱ」の授業デザインと授業運

営方法について、全学の理解を深めるために、マ

ニュアルを作成し、２回の全学 FD を行った。 

また、現行カリキュラムによる YFL(やまぐち未

来創生リーダー)人材の認定を行うとともに、新

カリキュラムでの継続実施が学生支援会議で承

認されたことから新 YFL人材認定の手引を作成し

た。 
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② 異文化理解能力の育成 

異なる文化や価値観に対し、グローバ

ルな視点に立つ思考と他者と共生する技

能を身につけた学生を輩出できるよう、こ

れまでの全学教育を検証する体制を整え

る。{No.2} 

・全学教育再生プロジェクトの立ち上げ 

・カリキュラムの見直し・実施 

・異文化交流活動の体系化 

② 異文化理解能力の育成 

基盤教育の新カリキュラムについ

て、学内のワーキンググループを中

心に令和4年度に向けた開講準備を

進め、異文化理解能力を育成する科

目の授業概要・授業方法・評価方法

を整備する。 

また、現行カリキュラムにおいて 

は、国際化推進方針に基づき、正課 

内外の異文化交流プログラムを実施 

しつつ、発展させる。{No.2} 

 

３ 
基盤教育の新カリキュラムについて、開講準備

のために立ち上げたワーキンググループを中心

に検討を行い、担当者や運営体制、授業概要、到

達目標、具体的学習目標、評価方法等を整備した。 

新カリキュラムの人材育成目標を達成するた

めに、４つの科目群を置き、各科目群に置いた科

目と人材育成目標との関係を明確にするために

カリキュラムマップを作成した。シラバスは、基

盤教育独自の「シラバスチェックシート」を用い

てピア・レビューし、改善に努めた。 

異文化理解能力を育成する科目「国際交流Ⅰ」

「国際交流Ⅱ」「海外語学・文化演習」において、

コロナ禍においても学びが継続できるように、オ

ンラインによる交流方法を検討した。 

新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつ

つ、地域交流等の実施可能なプログラムを実施し

たほか、韓国・中国の学生とのオンライン交流や、

ニューカッスル大学（オーストラリア）における、

4 週間にわたるオンラインでの英語の語学講座を

受講できる体制を整備した。 

 

 

③ 基礎的英語運用能力の育成と接続体制

の構築 

各学科の専門性において求められる英

語運用能力を身に付けた学生を輩出する

ため、基礎教養科目において、基礎的英

語運用能力を伸ばせるよう、教育体制を

整える。 

    また、学科ごとに定めた基礎的英語運

用能力 の目 標水 準の達 成を目 指す 。

{No.3} 

・全学教育再生プロジェクトの立ち上げ 

・カリキュラムの見直し・実施 

・学科ごとに定めた目標水準の達成状況

（別途設定） 

③ 基礎的英語運用能力の育成と接続

体制の構築 

基盤教育の新カリキュラムについ 

て、学内のワーキンググループを中 

心に令和4年度に向けた開講準備を 

進め、基礎的英語運用能力を育成 

する科目の授業概要・授業方法・評 

価方法を整備するとともに、新カリキ 

ュラムにおける学科ごとの目標水準 

を決定する。 

現行の基礎的英語運用能力に係 

る学科ごとの目標水準について、到 

達状況を把握して学部学科と情報共 

有し、目標達成のための学習支援を 

 

 

４ 

基盤教育の新カリキュラムについて、開講準備

のために立ち上げたワーキンググループを中心

に検討を行い、担当者や運営体制、授業概要、到

達目標、具体的学習目標、評価方法等を整備した。 

新カリキュラムの人材育成目標を達成するた

めに、４つの科目群を置き、各科目群に置いた科

目と人材育成目標との関係を明確にするために

カリキュラムマップを作成した。シラバスは、基

盤教育独自の「シラバスチェックシート」を用い

てピア・レビューし、改善に努めた。 

令和４年度からの新カリキュラムにおける基

礎的英語運用能力の目標スコアについて、これま

での状況を元に各学科と調整を行い、一部学科に

 

 

年度計画を十分達

成 
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行う。{No.3} 

 

【国際文化学科】 

初年次に TOEIC550 点以上を取得す

る学生の割合が 30％以上 

【文化創造学科】 

初年次に TOEIC450 点以上を取得す

る学生の割合が 40％以上 

【社会福祉学科】 

初年次の4月の得点から7月または

12 月の得点が 10％以上上昇、或いは

初年次に TOEIC450 点以上を取得する

学生の割合が 75％以上 

【看護学科】 

初年次に TOEIC450 点以上を取得す

る学生の割合が 50％以上 

【栄養学科】 

初年次にTOEIC450点以上を取得す

る学生の割合が40％以上 

おいては目標を引き上げることにした。 

また、学習支援として、直前対策セミナーや英

語授業の改善のための教員 FD を実施するととも

に、目標到達状況等について適宜学科と情報共有

し指導を行った結果、全学科が目標水準を達成し

た。 

新たに、令和 4年度入学の学校推薦型選抜の合

格者から英語入学前教育を実施した。 

 

【基礎的英語運用能力】 

 国際文化学科：77.3％（51/66 人） 

 文化創造学科：68.5％（37/54 人） 

 社会福祉学科: 84.6％(88/104 人) 

 看護学科  ：90.9％（50/55 人） 

 栄養学科  ：86.0％（37/43 人） 

④ 地域連携教育と地域課題解決が両立す

る「大地共創教育」の実現 

   地域連携教育と地域課題解決を両立さ

せるために全学的なマッチング体制を整

備するとともに、大地共創教育の成果を評

価する仕組みを整備する。{No.4} 

・全学的なマッチング体制整備 

・大地共創教育の成果を評価する仕組み

整備 

④ 地域連携教育と地域課題解決が両

立する「大地共創教育」の実現 

地域連携教育と地域課題解決を両

立するための全学的なマッチング体制

を整備する。 

また、大地共創教育の成果を評価

するためのアセスメントプランを策定す

るとともに、地域からの評価を得る仕組

みを構築する。{No.4} 

 

 

３ 

地域連携教育と地域課題解決を両立するため

のマッチング体制について、各部署の課題を整理

し、体制を整備した。 

マッチング体制については、自治体の産学連携

協議会等に入会するなど、強化を図りながら、企

業や自治体と連携した教育活動を推進した。 

また、教学マネジメント指針に基づいた内容の

アセスメントプランを策定した。 

地域からの評価を得る仕組みとして、大地共創

コンソーシアムのキックオフイベントにおいて、

本学の地域連携教育の具体的な取組をステーク

ホルダーに紹介して意見を聴取することを企画

した。 

 

 

 

⑤ 地域連携教育の可視化 

教育・研究活動の成果が地域に還元さ

⑤ 地域連携教育の可視化 

産学公の連携体制を構築するため

 

３ 

 

本学の教育研究成果を地域に発表し、意見を聴

取することで、産学公の連携体制を強化するた
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れ、健康福祉や地域文化などの本学の特

色となる領域への人材輩出の実績を可視

化するために、産学公連携の体制を構築す

る。{No.5} 

・コンソーシアムの設置 

・外部からの意見集約等による教育改善 

・教育活動の成果発表会の開催 

に、大学と関係団体とで構成する新た

な協議会（大地共創コンソーシアム（仮

称））を開催し、教育研究活動の成果

発表、外部からの意見集約を行う。

{No.5} 

め、大地共創コンソーシアムのキックオフイベン

トを企画したが、新型コロナウイルスの感染拡大

によりイベントは翌年度に延期となった。 

なお、教育研究活動の成果発表、外部からの意

見集約としては、大学リーグやまぐち PBL 実践報

告会での報告及び PBL報告書の関係各所への配付

を行うとともに、大学生観光まちづくりコンテス

ト 2021 ニューノーマルステージにおいて、全国

154 チームの中、斉藤理研究室の学生が、「JTB 地

域貢献賞」を受賞した。 

(ｲ) 国際文化学に係る専門教育 

 （国際文化学部） 

 ① 多文化共創社会に必要な実践的な知

識と国際的行動力の育成（国際文化学部

国際文化学科） 

    国際的な行動力を有し、多文化社会で

交流・共創できる人材を育成するために、

英語等の外国語による専門教育やフィー

ルドワーク等の実践的教育を充実させる。 

    また、関係部署と連携し、教育的配慮

のもと留学に関する環境を充実させるな

ど、留学を促進する。{No.6} 

・外国語による専門教育、フィールドワーク

等の実践的教育の取得状況 

・卒業までの留学率 

（短期:80%、長期：25％） 

・教育体制の整備状況 

(ｲ) 国際文化学に係る専門教育 

 （国際文化学部） 

 ① 多文化共創社会に必要な実践的

な知識と国際的行動力の育成（国際文

化学部国際文化学科） 

外国語を用いた専門教育、地域を

フィールドとして実践的な知識・交流

力・対応力を学びうる専門教育、英語

教員を輩出するための教育について

の科目を運営するとともに、状況に応

じた効果的な教育ができるよう授業改

善を行う。 

また、コロナ禍における留学や海

外プログラムの仕組みについて、関

係部局と連携し、オンラインの活用な

ど新しい形を検討して実施する。 

{No.6} 

 

 

 

 

３ 

外国語を用いた専門教育、地域をフィールドと

して実践的な知識・交流力・対応力を学びうる専

門教育、英語教員を輩出するための教育につい

て、対面とオンラインを併用しながら科目運営を

行った。 

学内の研究創作活動助成（教育改革型）の採択

を受け、オンライン化・デジタル化を前提とした

社会変化の中での教育方法・効果の変遷について

研究し、報告を行った。 

オンラインによる海外提携大学との交流等、コ

ロナ禍における新しい授業方法を検討し実施し

た。 

 

【卒業までの留学率】 

 短期：55.0％（33/60 人） 

 長期：15.0％（9/60 人） 

 

 

 

② 専門的外国語運用能力の育成 

 （国際文化学部国際文化学科） 

   英語、中国語、韓国語を基礎とする高い

外国語運用能力を身につけるために、学

習の支援体制やカリキュラムを充実させ

る。 

   また、地域や世界の多言語社会に積極

的に対応できるよう、言語目標水準の達成

② 専門的外国語運用能力の育成 

 （国際文化学部国際文化学科） 

新カリキュラムの令和4年度開始に

向けた準備を行い、新カリキュラムの

履修モデルや外国語運用能力の育

成に係る専門教育プログラムを整備

する。 

言語目標について学生の自己管

 

 

３ 

新カリキュラムについて、授業概要や目標等に

ついて検討を行い、決定した。 

言語科目のシラバスに外国語運用能力の目標

を明示したほか、自己評価シートを年度当初のオ

リエンテーションで学生に配布するなど、学生の

自己管理と意識向上の促進に取り組んだ。 

また、言語目標の達成に向けては、達成状況を
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を目指す。{No.7} 

・コースごとに定めた言語目標の達成状況 

【言語目標】 

・英語コース:TOEIC730点 

・国際文化コースの英語：TOEIC650点 

・国際文化コースの中国語:TOEIC550点

＋中国語能力検定中級 

・国際文化コースの韓国語:TOEIC550点

＋ハングル能力検定中級 

※なお、英語、中国語、韓国語に関する

各種検定試験の対照表をもって、上記

の検定試験以外の試験も語学力を図る

指標とする。 

・教育体制の整備状況 

理と意識向上を促進するため、言語

科目のシラバスに外国語運用能力の

目標を明示するほか、自己評価シー

トの配布等を行う。 

また、コースごとに定めた言語目標

水準達成のため、学科全体で到達度

を把握するとともに、言語科目の教

員、チューター教員で行う学修指導・

支援を強化する。{No.7} 

学科全体で把握し学修指導・支援につなげるとと

もに、課外での対策講座への参加を促す等の支援

を行った。 

 

【コースごとに定めた言語目標の達成状況】 

英語コース       71.4%(5/7 人) 

国際文化コースの英語  32.3%(11/34 人) 

国際文化コースの中国語 83.3%(5/6 人) 

国際文化コースの韓国語 100%(5/5 人) 

③ 地域文化創造に資する人材の育成 

（国際文化学部文化創造学科） 

   高度な日本語リテラシーとプレゼンテー

ション力を養うための基礎を確立する基盤

教育や、日本文化およびデザイン創造の

専門的教育により、地域で共創できる人材

を育成するとともに、すべての学生が、地

域に向けた学外発表をする。 

    また、半数以上の学生に対し、地域の

公共施設・団体や地域デザイン研究所の

連携機関等を通して、地域文化や地域産

業資源に関連した少人数教育を行う。

{No.8} 

・地域に向けた学外発表を経験（100％） 

・地域の施設等と連携した、地域の文化資

源および地域デザインについての実践的

な経験（50％） 

③ 地域文化創造に資する人材の育成 

（国際文化学部文化創造学科） 

   専門教育の質的向上のため、昨年

度に行った検証・改善をもとに、専門

演習、卒業演習を運営するとともに、

新たに他大学との共催により実施す

る「卒業展」についての課題を検証す

る。 

また、すべての学生が学科の専門

的教育により、地域で共創できる人材

となるよう、地域に向けた学外発表を

引き続き行うとともに、オンライン等の

設備を活かした発表の課題を整理

し、コロナ禍における学修成果の発

表方法について検討する。 

さらに、地域文化や地域産業資源

について、地域の公共施設・団体等

と連携協力しつつ、質の高い実践的

な経験を伴った少人数教育を発展さ

せて実施するほか、安定的な教育プ

ログラムを運営するしくみを検討す

る。{No.8} 

 

 

４ 

専門演習、卒業演習については、中間発表等に

おけるオンライン活用の検証、成果発表における

オンライン活用の課題と可能性の情報共有を行

った。卒業論文発表会はオンラインで開催した。 

他大学との共催により実施する「卒業展」につ

いては、12 月末からの急激な感染拡大に対応する

ため、学内開催に切り替え、学外に対しては、会

場風景の映像を配信した。 

学外に向けた学習成果の公表については、全て

の学生が段階を追って、複数回の学外への学習成

果を発表する仕組みが整っており、オンライン等

を活用あるいは併用した発表形式も取り入れた。 

実践的な経験を積んだ学生を増やすため、「地

域文化実習Ⅱ」において、令和 3年度は受講者 32

名が 9プログラムに分かれて地域文化や地域産業

資源に関連したテーマに取り組んだ。 

卒業生のうち、「地域文化実習Ⅱ」の単位を修

得した学生は、50.8％（29/57 名）であった。 

 

 

年度計画を十分達

成 
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(ｳ) 社会福祉学に係る専門教育 

 （社会福祉学部） 

 ① 福祉マインドを基盤とした地域共創力の

育成 

   福祉マインドを涵養し、地域共生社会の

実現に資する地域共創力を身につけるた

めに、初年次教育等を充実させ、入学から

卒業まで一貫した福祉教育を実施する。

{No.9} 

・地域共創力に関するコンピテンシー評価

（5段階評価4.0以上） 

(ｳ) 社会福祉学に係る専門教育 

 （社会福祉学部） 

① 福祉マインドを基盤とした地域共創

力の育成 

全学年及び卒業生を対象とした

「福祉マインドを基盤とした地域共創

力に関するコンピテンシー」評価、就

職先外部評価を実施し、その内容を

分析して、これまでの調査結果と合わ

せて、令和4年度からの新カリキュラム

の教育プログラムに反映させる。 

また、地域共創力修得の一環とし

て保育士資格取得を希望する学生へ

の支援を行う。{No.9} 

 

 

 

 

４ 

全学年を対象とした「福祉マインドを基盤とし

た地域共創力に関するコンピテンシー」評価及び

就職先からの外部評価の結果、地域ニーズを発見

する能力やそのニーズに対して対処法を提案す

る能力が比較的低かったことから、地域課題発

見・解決を演習プログラムに盛り込んだ。 

また、これらの分析をもとに、社会福祉士養成

課程及び精神保健福祉士養成課程における新カ

リキュラムと大学全体の令和 4年度から開始する

新カリキュラム検討をした。 

保育士資格取得を希望する学生への支援の実

施では、4 月に保育士資格支援について全学年に

連絡周知を行うとともに、その後学生からの個別

の問い合わせに適宜対応した。 

 

【地域共創力に関するコンピテンシー評価】 

4 年次平均 4.20（105 人回答/107 人在籍） 

全学年平均 4.14（404 人回答/422 人在籍） 

 

 

 

 

年度計画を十分達

成 

② 社会福祉専門職としての基礎的な実践

力の育成 

   多職種や地域住民と連携・協働して、個

別支援及び地域支援、並びに新たな社会

資源の開発ができる社会福祉専門職として

の基礎的な実践力を身につけさせるため

に、養成カリキュラムを充実させ実習教育の

質を向上させる。{No.10} 

・ソーシャルワーク実習指導者評価（5段階

評価4.0以上） 

② 社会福祉専門職としての基礎的な

実践力の育成 

旧カリキュラムによる実習教育を実

施し社会福祉専門職としての基礎的な

実践力を養成する。 

また、令和3年度入学生への新カリ

キュラムによる実習プログラムを確定さ

せ、実習施設への説明、必要に応じて

新規実習施設の確保を行う。 

さらに、実習教育の質の向上のた

め、実習拠点施設において、外部評価

としての聞き取り調査等を実施する。

{No.10} 

 

 

４ 

旧カリキュラム対象の社会福祉士養成課程２、

３年生については、社会福祉専門職としての基礎

的な実践力を養成するため、ソーシャルワーク演

習、ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワー

ク実習の諸科目を実施した。 

1 年生から適用される新カリキュラムについて

は、次年度以降のソーシャルワーク実習、演習、

実習指導の科目の開講に向けた準備のため、実習

プログラムを開発し、教育内容の検討を行った。

また、実習担当教員が、実習施設に新カリキュラ

ムの主旨を説明し、４件の実習先を新たに確保し

た。 

さらに、実習拠点施設における外部評価として

の質問紙調査を実施するほか、ヒアリングを行う

ことで、教育プログラムに反映させる準備を整え

た。 

 

 

年度計画を十分達

成 
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【実習指導者の評価】 

ソーシャルワーク実習Ⅱ   ：平均 4.3 

ソーシャルワーク実習Ⅳ   ：平均 3.7 

③ 社会福祉士国家試験合格率の維持向

上 

社会福祉専門職として必要な知識及び

技術の習得に資するために、社会福祉士

資格取得を支援し、新卒受験者の社会福

祉士国家試験合格率の維持向上を目指

す。{No.11} 

・合格率向上に向けた各種対策状況 

・社会福祉士国家試験の新卒受験者の合

格率70％以上 

③ 社会福祉士国家試験合格率の維持

向上 

 社会福祉士国家試験合格率を維持

向上するため、外部講師による国家

試験対策講座の早期実施や少人数

教育による強化対策を実施するほ

か、学部教員による対策講座、国家

試験対策手帳の活用による自己評価

や学習支援、模擬試験の受験推奨

等の各種対策を実施する。{No.11} 

 

 

 

３ 

正課においては、学部教員によるオムニバス形

式での受験対策講座を実施するとともに、学部独

自で作成した国家試験対策手帳の自己採点表を

活用して学生への動機付けに努めたほか、受験対

策の教材・テキストの共同購入を行った。 

正課外では、学部卒業生を講師とする対策講座

「ぶち勉」を毎週火曜日に実施したほか、各種模

擬試験や WEB 講座の受講を行った。 

また、LEC による受験対策講座は対象を拡げて

3 年生から早期に実施した。 

 

【新卒者の社会福祉士国家試験合格率】 

65.6％（61/93 名） 全国 52.4%（大学ﾙｰﾄのみ） 

 

 

 

④ 精神保健福祉士国家試験合格率の維持

向上 

   精神保健福祉専門職としての知識及び技

術の習得に資するために、精神保健福祉士

資格取得を支援し、新卒受験者の精神保健

福祉士国家試験合格率の維持向上を目指

す。{No.12} 

・合格率向上に向けた各種対策状況 

・精神保健福祉士国家試験の新卒受験者

の合格率70％以上 

④ 精神保健福祉士国家試験合格率の

維持向上 

   精神保健福祉士国家試験合格率を

維持向上するため、外部講師による国

家試験対策講座の早期実施、他大学

との合同合宿への参加、少人数教育

による強化対策を実施するほか、学部

教員による対策講座、国家試験対策

手帳の活用による自己評価や学習支

援、模擬試験の受験推奨等の各種対

策を実施する。{No.12} 

 

 

５ 

正課においては、学部教員によるオムニバス形

式での受験対策講座を実施するとともに、学部独

自で作成した国家試験対策手帳の自己採点表を

活用して学生への動機付けに努めたほか、受験対

策の教材・テキストの共同購入を行った。 

正課外では、学部卒業生を講師とする対策講座

「ぶち勉」を毎週火曜日に実施したほか、各種模

擬試験や WEB 講座の受講を行った。 

また、LEC による受験対策講座は対象を拡げて

3 年生から早期に実施した。 

 

【新卒者の精神保健福祉士国家試験合格率】 

100％（15/15 名） 全国 73.3%（大学ﾙｰﾄのみ） 

 

 

年度計画を十二分

に達成 

(ｴ) 看護学・栄養学に係る専門教育 

（看護栄養学部・別科助産専攻） 

 ① 地域で活躍できる看護職の育成（看護

(ｴ) 看護学・栄養学に係る専門教育 

（看護栄養学部・別科助産専攻） 

 ① 地域で活躍できる看護職の育成

 

 

 

 

科目の概要、DP(ディプロマ・ポリシー)の位置

づけの確認など新カリキュラムの再確認を行い、

文部科学省へ新カリキュラムの申請を行った。 
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栄養学部看護学科） 

    看護の専門職としての能力を明確にす

るほか、地域で活躍できる人材を育成する

ために、カリキュラムを見直し学習指導の

質を向上させる。 

    また、育成した人材の能力を可視化す

るための評価体制を整備し、運用する。 

{No.13} 

・人材像の明確化やカリキュラムの見直し 

・能力を可視化するための評価体制の構

築及び評価に基づいた教育改善サイクル

の確立 

（看護栄養学部看護学科） 

文部科学省へ新カリキュラムの申

請を行う。 

新体制のもと育成した人材が獲得

した能力を可視化するため、学科内

にワーキンググループを設置するとと

もに、評価指標や評価方法等の検討

を行い、評価体制を整備する。 

また、評価のひとつとして「卒業生

調査」を実施するための計画を立案

する。{No.13} 

３ 
育成した人材が獲得した能力を可視化するた

めの評価指標や評価方法を検討するためにワー

キンググループを立ち上げ、DPに関するアンケー

ト調査と既存のデータを活用する評価システム

案を作成し、学科会議を経て完成させた。 

また、「卒業生調査」の実施方法や内容につい

ても検討を行い、学科会議での検討を経て完成さ

せた。 

② 看護の専門性を強化するための学習支

援システムの構築（看護栄養学部看護学

科・別科助産専攻） 

   看護の専門性を強化するために、自学

自習を支援する学習支援マニュアルを整備

するほか、学習支援の実施、評価、改善策

の検討により、すべての新卒受験者が看護

師、保健師、助産師の国家試験に合格する

ことを目指す。{No.14} 

・学習支援マニュアルの整備及びマニュア

ルに沿った学習支援システムの構築 

・看護師、保健師、助産師の国家試験の新

卒受験者の合格率（100％） 

② 看護の専門性を強化するための学

習支援システムの構築（看護栄養学部

看護学科・別科助産専攻） 

   前年度までの実績や課題を整理し

て完成させた学習支援マニュアルに

基づいて学習の支援を実施する。 

また、その支援の効果を検証し課

題を踏まえた改善を行う。{No.14} 

 

 

 

５ 

学習支援マニュアルに基づき学生の自学自習

支援をするよう教員に呼び掛けるとともに、学内

に感染予防を配慮した自学自習の環境を整え、学

生に提供するなど、学習の支援を実施した。 

また、年度末に教員及び学生にマニュアルの効

果および課題を調査したところ、遠隔での指導方

法や遠隔授業時のコミュニケーションの不十分

さ等の課題が挙げられたことから、マニュアルに

所要の修正を加えた。 

 

【新卒者の国家試験の合格率】 

看護師 100％（55/55 名） 全国 96.5％ 

保健師 100％（16/16 名） 全国 93.0％ 

助産師 100％（12/12 名） 全国 99.7％ 

 

 

 

年度計画を十二分

に達成 

③ 地域で活躍できる管理栄養士の育成（看

護栄養学部栄養学科） 

  管理栄養士としての能力を明確にするほ

か、地域で活躍できる人材を育成するため

に、カリキュラムを見直し学習指導の質を向

上させる。 

  また、育成した人材の能力を可視化する

た め の 評 価 体制 を 整 備 し 、 運 用 す る 。

{No.15} 

③ 地域で活躍できる管理栄養士の育

成（看護栄養学部栄養学科） 

   教育改善チームによる現行の授業

の見直しや修正と新カリキュラムへの

調整を継続して行う。 

また、新カリキュラムの令和4年度開

始に向け、専門科目の内容を調整し、

教育プログラムを整備する。 

さらに、地域で活躍できる人材育成

 

 

３ 

教育改善チームにおいて授業内容の見直しや

修正を図り、学科会議での協議を経て、旧カリキ

ュラムの改善と新カリキュラムの調整を行った。 

また、新カリキュラムにおける各科目の DP と

の対応や評価方法、到達目標、科目関連 MAP を決

定し、各科目の授業概要を明示し、整備を完了し

た。 

さらに、人材育成の評価体制を確立する目的で
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・人材像の明確化やカリキュラムの見直し 

・能力を可視化するための評価体制の構築

及び評価に基づいた教育改善サイクルの

確立 

の評価体制を構築するため、評価のひ

とつとして「卒業生調査」を実施するた

めの計画を立案する。{No.15} 

卒業生アンケートを試作し、令和 3年度卒業生に

実施した。 

④ 栄養の専門性を強化するための学習支

援システムの構築（看護栄養学部栄養学

科） 

  栄養の専門性を強化するために、自学自

習を支援する学習支援マニュアルを整備す

るほか、学習支援の実施、評価、改善策の

検討により、すべての新卒受験者が管理栄

養士の国家試験に合格することを目指す。

{No.16} 

・学習支援マニュアルの整備及びマニュア

ルに沿った学習支援システムの構築 

・管理栄養士国家試験の新卒受験者の合

格率（100％） 

④ 栄養の専門性を強化するための学

習支援システムの構築（看護栄養学部

栄養学科） 

前年度、課題として挙がった項目を

盛り込み改善を行った学習支援マニュ

アル案を活用し継続して支援を実施す

るとともに、自学自習を支援する仕組

みの評価を行う。 

また、国家試験に関する情報提供

並びに個別指導等を継続して実施す

る。{No.16} 

 

 

 

４ 

評価・改善した学習支援マニュアルにより、低

学年からの学習支援について、充実させた｡早期

から国家試験に対する意識と学習習慣を身につ

けさせる目的で、進級した時点で「達成度自己評

価」を行い振り返りを促すとともに、2 年終了時

に実力確認テストを実施し成績不振者を中心に

面談を実施した。さらに、3 年終了時には業者模

試を導入した。 

また、国家試験については、個別支援を継続し

ているほか、各教員が国試に関する情報を各授業

内容と関連させて展開することで情報提供を行

っている。 

 

【新卒者の管理栄養士国家試験合格率】 

95.3％（41/43 名） 全国 92.9％ 

 

 

 

年度計画を十分達

成 

イ 大学院教育 

 (ｱ) 国際文化学領域において地域に貢献

できる人材育成の推進（国際文化学研究

科） 

    高度な異文化交流能力と地域文化の

発掘・創造能力を備え幅広い分野で地域

に貢献できる人材を育成するために、入学

者受け入れの仕組みを見直して充実させ

るほか、在学者への研究創作活動に対す

る支援体制や環境を見直して充実させる。

{No.17} 

・入学者受け入れの仕組みと在学者への

研究創作活動に対する支援体制や環境

の整備状況 

・修了生の地域貢献等の実態調査 

・修士論文・修士制作等の数 

イ 大学院教育 

 (ｱ) 国際文化学領域において地域に

貢献できる人材育成の推進（国際文化

学研究科） 

入学者選抜方法を見直し、令和4 

年度からの新たな3つのポリシーに対 

応する入学者選抜方法を実施すると 

ともに、幅広く志願者を募集するため 

の新たな入試広報を展開する。 

また、在学生の学修・研究に係る 

支援体制や環境を整備するほか、学 

修成果の可視化の仕組みの整備・充 

実に取り組む。{No.17} 

 

 

 

 

３ 

新たな 3つのポリシーに対応する入学者選抜方

法を策定し、実施した。 

幅広く志願者を募集するため、新たに大学院進

学情報サイト「大学院へ行こう」での情報掲載を

開始した。また、7 月と 8 月にはオープンキャン

パスにおいて個別相談会を実施した。 

また、在学生の学修・研究に係る支援体制及び

学修成果の可視化の仕組みを大学院ハンドブッ

クで院生に周知するとともに、2 研究科合同で教

育内容・教育方法・成績評価に関する FD を実施

した。 

修士論文、修士制作、学会発表等の数は 18 で

あった。 
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・修士論文・修士制作等の質を検証する

仕組みの構築 

(ｲ) 健康福祉学領域において地域に貢献で

きる人材育成の推進（健康福祉学研究科） 

   健康と福祉の諸課題に対応するための

知識・技術・実践力を備え高度専門職業人

または研究者として幅広い分野で地域に貢

献できる人材を育成するために、入学者受

け入れの仕組みを見直して充実させるほ

か、在学者への研究に対する支援体制や

環境を見直して充実させる。{No.18} 

・入学者受け入れの仕組みと在学者への研

究に対する支援体制や環境の整備状況 

・修了生の地域貢献等の実態調査 

・修士論文・博士論文等の数 

・修士論文・博士論文等の質を検証する仕

組みの構築 

(ｲ) 健康福祉学領域において地域に貢

献できる人材育成の推進（健康福祉学

研究科） 

入学者選抜方法を見直し、令和4年

度からの新たな3つのポリシーに対応

する入学者選抜方法を実施するととも

に、幅広く志願者を募集するための新

たな入試広報を展開する。 

また、在学生の学修・研究に係る支

援体制や環境を整備するほか、学修

成果の可視化の仕組みの整備・充実

に取り組む。{No.18} 

 

 

 

３ 

新たな 3つのポリシーに対応する入学者選抜方

法を策定し、実施した。 

幅広く志願者を募集するため、新たに大学院進

学情報サイト「大学院へ行こう」での情報掲載を

開始した。また、7 月と 8 月にはオープンキャン

パスにおいて個別相談会を実施した。 

また、在学生の学修・研究に係る支援体制及び

学修成果の可視化の仕組みを大学院ハンドブッ

クで院生に周知するとともに、2 研究科合同で教

育内容・教育方法・成績評価に関する FD を実施

した。 

修士論文、博士論文、学会発表等の数は 31 で

あった。 

 

 

 

(2) 大学教育の質の向上に資する教育内

容・教育方法の改善・検証 

   ３つの方針を踏まえた体系的で組織的な

教育活動を展開するために、主体的に検証

し改善することにより、教育改革等を実質化

する仕組みを構築する。{No.19} 

・３つの方針の見直し 

・カリキュラムの見直し 

・ＰＤＣＡサイクルの実質化（可視化） 

・留学生の受け入れに関する専用のプログ

ラム開発、検証・改善 

(2) 大学教育の質の向上に資する教育

内容・教育方法の改善・検証 

教育改善の取組を継続的に行うと

ともに、令和4年度からの新カリキュラ

ム実施を踏まえた教学マネジメントの

確立に向け、学修成果・教育成果の

把握・可視化の仕組みの整備及びア

セスメントプラン策定を進める。 

また、留学生の受け入れに関する

専用プログラムを実施するとともに、

検証及び改善を行う。{No.19} 

 

 

３ 

 

教育改善の取組として、教育推進本部において

Check&Action 運用マニュアルを決定し、各学部、

研究科等において教育改善策を検討し、令和４年

度のシラバスに反映した。 

令和 4年度からの新カリキュラムの整備を進め

ながら、教育推進本部で学修成果・教育成果の可

視化の仕組みを議論し、その内容をまとめる形

で、教学マネジメント指針に基づいた内容のアセ

スメントプランを策定した。 

来年度の交換留学生の受入に向けて、英語で開

講する科目や日本文化を体験する科目を確保す

るとともに、異文化交流体験や地域交流体験等を

充実させて受入プログラムの改訂原案を作成し

た。 
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 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項  

 中項目    ２ 学生支援 

 

中 

期 

目 

標 

２ 学生支援に関する目標 
学生が学内外において充実した学生生活をおくることができるよう、教職員が協働して、多様な学生ニーズに対応した支

援体制の強化を図る。 
また、学生のキャリア形成に資するため、教育課程内外にわたり、入学時から一貫した支援を行うとともに、県、県内大

学、企業等地域と緊密に連携しながら、長期インターンシップなどの取組を推進し、県内定着の促進を図る。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

２ 学生支援に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 (1) 多様な学生の修学と学生生活の充

実に資するための総合的な学生支援

の推進と質保証 

    経済状況、障害等の有無、文化的

背景等の異なる多様な学生に対応す

るために、総合的な学生支援活動に関

する方針を見直し、新たに策定するとと

もに、学内教職員が連携し、学生が安

全安心、快適な学生生活が送れるよう

学生支援体制を整備する。 

    また、学生調査により、必要な支援

とその効果について検証し、学生支援

の質の改善を行う。{No.20} 

・全学的な学生支援方針の策定 

・学生調査の結果を踏まえた学生支援

の改善 

２ 学生支援に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 (1) 多様な学生の修学と学生生活の充

実に資するための総合的な学生支援

の推進と質保証 

学生代表や学内外の関係機関との

連携を図りながら、多様な学生に対応

したきめの細かい学生支援を実施し、

入学から卒業まで一貫して学生生活を

支援できる体制を整備する。 

また、高等教育の修学支援新制度

の適正な実施及び分析のほか学生調

査等による評価、改善を行う。{No.20} 

 

 

 

 

 

３ 

コロナ禍においても、充実した学生生活が

送れるような学生支援を実施するため、学生

自治会、サークル連合会、寮長、大学祭実行

委員会等と密に連携した。また、入学から卒

業まで一貫して学生生活を支援できる体制整

備の一環として、キャリア支援に関する項目

等を加えた改訂版のチューターマニュアルを

全教員に配付した。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響に

よるメンタルヘルスの不調を早期に把握しケ

アするために、健康調査を全学生に実施し、

必要に応じて個別面談等を行った。 

修学支援新制度については、申請漏れ等の

フォローや家計急変時の対応等について適宜

情報提供を行い、新制度を適正に実施した。 

学生調査の結果は、学内で情報を共有する

とともに、要望については関係部署において

対応した。 

さらに、学生等を対象とした新型コロナワ

クチン集団接種を実施し、感染予防・重症化

予防効果により、安全安心な学生生活が送れ

るよう接種の加速化を図った。 
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(2) 学生の社会的職業的自立に関する

教育・支援体制の実質化 

   学生が卒業後に社会人・職業人とし

て自立するために、学科の特性に合わ

せた教育や学生支援等の連携体制 

を整備し、教育・支援体制を実質化さ

せる。{No.21} 

・学科の特性に合わせた連携体制の

整備 

・体系的に実施されるキャリア教育・支

援への全学生の参加 

(2) 学生の社会的職業的自立に関する

教育・支援体制の実質化 

キャリア教育・就職支援方針に基づ

いた行動計画に沿って、学内外の関

係部局との連携強化を図りながら、計

画的・体系的なキャリア教育・就職支援

を実施する。 

また、学生調査等の分析を行い、方

針に基づくキャリア教育・支援が適切

に行われているか検証し、取組の改善

を行う。{No.21} 

 

 

４ 

新カリキュラムの全体像が決定したことに

併せてキャリア教育全体の見直しを行い、「キ

ャリア教育・就職支援方針に基づいた行動計

画」を一部改訂した。 

各学科、山口しごとセンター等、学内外の

関係部局との連携を図りながら、キャリア教

育 MAP に沿って、１年次から４年次まで計画

的にキャリア教育・就職支援を実施した。 

学生調査やキャリア教育・就職支援アンケ

ートの結果から学生の実態を把握した。 

 

 

年度計画を十分達成 

(3) 学生の就職決定率の維持向上 

   高い就職決定率を維持するために、

キャリア教育と支援の連携により、学生

の就職活動を支援する。{No.22} 

・就職希望者の就職決定率100％ 

(3) 学生の就職決定率の維持向上 

 各学科に合わせた就職対策講座や

個別のキャリアカウンセリング、ガイダン

ス、求人情報提供を計画的・体系的に

実施する。  

また、山口県インターンシップ推進

協議会や山口しごとセンター等との連

携による職業理解の促進、適職相談

等を行い、各学科との連携を図りなが

ら、学生のニーズに応じた就職支援を

行う。{No.22} 

 

 

 

５ 

就職対策講座等については、キャリア教育

MAP に沿って、計画的に実施した。 

また、山口県インターンシップ推進協議会

や山口しごとセンター等と連携し、中止或い

は延期となるものがあったものの、インター

ンシップや合同就職フェアへの参加促進に取

り組んだ。 

就職に対する不安や進路に対する悩み等の

相談に応じるためにキャリアカウンセラーを

配置し、対面及びオンラインで対応を行い円

滑な就職活動を支援した。 

就職対策講座やキャリアカウンセリングを

受けた学生には、その都度アンケートを実施

し、質問や要望等は次年度の取組へ反映させ

て就職支援の改善に繋げた。 

 

【就職決定率】  

100％（就職者 286/就職希望者 286 名） 

 

 

年度計画を十二分に達成 
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 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項  

 中項目    ３ 研究 

 

中 

期 

目 

標 

３ 研究に関する目標 
大学の研究水準の維持向上を図るため、大学の教育研究能力の源泉となる教員の研究業績の蓄積とその成果の発信の取組

を確実かつ継続的に行うほか、科学研究費補助金等の申請を積極的に行う。 
また、研究を通じて地域における諸課題が解決できるよう、地域と連携した研究システムの構築を図る。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

３ 研究に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

 (1) 論文等発表活動の質の向上 

   各教員の論文発表について、査読

論文や国際学会での発表、外国語で

の論文発表などを推奨し、また、創作

作品等については、審査等のある展示

会等へ出品することにより、研究成果

の発表の質を向上させる。{No.23} 

・掲載論文の評価（数、質） 

・国際学会での発表数 

・査読論文等の研究実績報告書作成 

３ 研究に関する目標を達成するためとる

べき措置 

 (1) 論文等発表活動の質の向上 

    論文等の投稿・発表の質の向上を

図るため、前年度に設けた新たな支

援策をはじめとする各種支援策を実

施する。 

   また、各研究者の学外の研究創作

活動・発表実績を把握する取組を強

化するとともに、発表活動支援の改善

を図る。{No.23} 

 

 

 

３ 

研究推進本部での協議のもと、 引き続き、

FD や研究者への声かけ、情報提供、関係図書

の貸出等の支援策を実施した。 

新たな支援策として、複数の研究者が協力

して支援を行い、学術水準の向上を図り、外

部資金の獲得や教育・地域貢献への反映につ

なげることを目的として、学術研究推進共同

体が活動を開始した。 

国際発表活動の促進を目的に翻訳料や英文

校閲費の助成を行う国際発表支援事業を開始

した。 

また、研究データベースで各研究者の学外

の研究創作活動・発表実績を把握するため、

データベースへの入力率向上を図った。 

 

【論文、創作作品等の数】133（うち査読、審

査等付が 31、外国語による発表 20） 

【国際学会での発表】4 

 

(2) 科研費等外部資金申請の促進及び

研究の質の向上 

  科研費をはじめ受託研究等の外部資

(2) 科研費等外部資金申請の促進及び

研究の質の向上 

科研費申請を促進し研究の質の向

 

 

３ 

科研費の獲得を増やすため、研究創作活動

助成に科研費申請支援型の枠を継続して設置

したほか、引き続き、FD や研究者への声かけ、
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金の申請を促進するとともに、研究力を

向上させる支援体制を整備する。 

  また、学術研究に係る研究課題の設

定や研究計画の立案・遂行、作品等の

創作に関し、審査機関からの評価などを

受け、研究の質を向上させる。{No.24} 

・科研費の評価（申請数、採択率、獲得

金額） 

・外部資金の評価（申請数、採択率、獲

得金額） 

上を図るため、前年度に設けた新たな

支援策をはじめとする各種支援策を

実施する。 

また、科研費以外の各種研究助成

の獲得に向け、助成情報の提供や申

請手続き支援等の支援策を検討す

る。{No.24} 

情報提供、関係図書の貸出等の支援策を実施

した。 

新たな支援策として、複数の研究者が協力

して支援を行い、学術水準の向上を図り、外

部資金の獲得や教育・地域貢献への反映につ

なげることを目的として、学術研究推進共同

体が活動を開始した。 

国際発表活動の促進を目的に翻訳料や英文

校閲費の助成を行う国際発表支援事業を開始

した。 

また、教員個人が申請する、科研費以外の

研究助成については、申請及び運用に関する

取扱いを定め、申請段階から把握・支援を行

う体制を整備した。 

 

【令和 3年度科研費】 

申請 34 件、うち採択 6件、採択率 17.6％ 

内定額（総事業年度） 27,725 千円 

【令和 3年度その他外部資金】 

年度受入件数 3 件、金額 6,004 千円 

(3) 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

   県政課題や地域課題など地域からの

研究ニーズを収集し、学内シーズとマッ

チングする体制を部局横断的に整備す

るとともに、地域とのマッチングに積極的

に取り組み、地域の課題解決に資する

研究を推進する。{No.25} 

・県政課題や地域課題とのマッチング体

制整備 

・県政課題や地域課題とマッチングした

研究件数 

(3) 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

地域からの研究ニーズと学内シー

ズのマッチング体制を活用して、県

政課題や地域課題解決に向けた研

究等の取組を推進する。 

また、県や市町等との連携を深め

るとともに、研究成果を地域にアピー

ルし、更なる連携が促進される仕組

みを検討する。{No.25} 

 

 

４ 

地域からの研究ニーズと学内シーズのマッ

チング体制を活用し、県政課題や地域課題解

決に資する研究活動を推進した。（市町の子ど

も貧困対策施策への指導助言や、地域子育て

支援拠点職員のスキルアップを目的とした研

修実施等） 

また、シーズ醸成のための研究プロジェク

トについては、学内の研究創作活動助成の「大

地共創研究」枠において、地域の活性化や健

康に資する 2 件の研究活動を実施した。その

成果は学外の展示会開催や紀要の公表等を通

じて地域に還元した。併せて研究成果が多く

のメディアに取り上げられたことで、本学の

教育研究資源のアピールにつながった。 

 

 

年度計画を十分達成 
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さらに、山口県及び防府市に対し、本学の

研究シーズを提案するとともに、山口県学事

文書課を通じて本学へのニーズ調査を実施

し、県関係部局と情報交換を行った。 

また、新たに山口県の「やまぐちヘルスケ

ア関連産業推進協議会」及び宇部市の「宇部

市成長産業推進協議会」に入会し、地域との

更なる関係性の構築に努めたほか、情報交換

会等により県や市町との連携を深めるととも

に、本学の研究成果を地域にアピールするた

め、大地共創コンソーシアムのキックオフイ

ベントを企画した。 

 

【県政課題や地域課題とマッチングした研究

件数】（受託研究等地域ニーズ対応件数） 

 26 件 
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 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項 
 

 中項目    ４ 地域貢献 

 

中 

期 

目 

標 

４ 地域貢献に関する目標 
地域における「知の拠点」として、県民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資するため、教職協働体制の下、

産学公とも緊密に連携しながら、地域のニーズに即した人材を育成し、県内定着を図るとともに、共同研究・受託研究等の
取組を推進し、その成果を着実に地域に還元する。 
また、県内唯一の「県立」大学として、県の政策形成や地域の諸課題解決に向けたシンクタンク機能の強化を図る。 
更には、社会人の学び直しの重要性の高まりなども勘案し、ライフステージに応じた県民の生涯学習機会の提供や県民と

学生が世代に関係なく共に学び交流できる場を提供するなど、引き続き「県民との連携・交流の取組」を着実に推進する。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

４ 地域貢献に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

(1) 入学者に占める県内生割合の向上 

   入学定員の適正な管理と入試の選抜

性に留意しつつ、高校教育現場との連

携強化や入試の検証・見直し等により、

入学者に占める県内生割合の維持向上

を目指す。{No.26} 

・入試を検証するシステムの構築 

・県内生割合が60％以上 

４ 地域貢献に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

(1) 入学者に占める県内生割合の向上 

令和4年度入学者選抜試験を着実

に実施するとともに、国が進める入試

改革の動きを注視しながら令和7年度

入試内容の検討を行う。 

また、前年度から本格実施した高

大接続事業を全学的な事業として定

着させるよう取り組むとともに、新校舎

の完成を広報活動に活用するなど、

県内高校生への訴求力を高める。

{No.26} 

 

 

 

３ 

各学科・研究科・別科において令和 3 年度

入試の検証を行い、検証結果に基づき、令和

4年度入学者選抜を着実に実施するとともに、

入試本部会議において、国が進める入試改革

の動きを注視しながら令和７年度入試の検討

を開始した。 

また、県内高等学校との連携強化を図るた

め、７月には昨年度新型コロナウイルス感染

症の影響により中止を余儀なくされたオープ

ンキャンパスを定員制で実施し、出前講義や

進路説明会、大学見学、高校訪問等の入試広

報活動を実施するとともに、高大接続改革へ

の対応及び入学者の質の確保を目的とした新

たな高大接続事業企画を看護学科で本格実施

し、文化創造学科以外の 3 学科については試

行を行い、次年度以降の本格実施に向けた準

備を整えた。 

また、新校舎の完成を広報活動に活かして、

オープンキャンパスでの図書館見学ツアー

や、進路担当者説明会および大学入試等研究

協議会での新 3 号館見学会を開催した。 
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(2) 卒業生の県内定着の促進 

   県内就職希望者が県内就職できるよ

う、各種取組によるマッチングプログラ

ムを完成させ、県内関係機関と連携し

ながら、県内就職に関する目標水準の

達成や県内定着を目指す。{No.27} 

・県内企業・団体・施設・病院等へのイ

ンターンシップ等を含むマッチングプロ

グラムの構築 

・県内就職希望者の県内就職率100％ 

・県内就職率50％以上 

(2) 卒業生の県内定着の促進 

県内就職を希望する学生数を把握

し、在学中に県内定着を促進するプロ

グラムを継続して実施するとともに、プ

ログラムの課題を踏まえた改善を行う。 

また、学科ごとの学内学会や同窓

会、各職能団体等と連携するほか、大

地共創コンソーシアムを活用して、卒

業生の県内定着に向けた取組を実施

する。{No.27} 

 

３ 
県内就職促進に向けたマッチングプログラ

ムに沿って、インターンシップフェアや山口

県インターンシップ推進協議会と連携を図

り、県内定着を促進するための取組を行った。 

令和２年度は、県内企業に応募したものの

採用にいたらなかったケースが多かった。原

因として採用面接の準備不足などが見受けら

れたため、令和３年度においては、就職活動

の本格的始動を前に、後期初めに新たに就活

対策講座を追加した。 

県内企業 3 社によるセミナーの実施や大学

リーグやまぐちを通じて新たに県内企業 16

社との連携を図った。 

さらに、本学独自の企業訪問を計画し、県

内市町の職場見学及び仕事説明会を開催し

た。 

また、看護学科と連携して県内病院への推

薦応募の情報提供及び手続支援を行った。 

地域共生センターと連携し、大地共創コン

ソーシアムの活用に向けた準備を行った。 

 

【県内就職希望者の県内就職率】 

94.4％（117/124 名） 

【県内就職率】 

42.7％（122/286 名） 

 

（3） 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

県政課題や地域課題など地域から

の研究ニーズを収集し、学内シーズと

マッチングする体制を部局横断的に整

備するとともに、地域とのマッチングに

積極的に取り組み、地域の課題解決

に資する研究を推進する。 

(3) 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

地域からの研究ニーズと学内シー 

ズのマッチング体制を活用して、県 

政課題や地域課題解決に向けた研 

究等の取組を推進する。 

また、県や市町等との連携を深め

るとともに、研究成果を地域にアピー

 

 

４ 

 

 

（№25 参照） 

 

 

年度計画を十分達成 
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{No.25}【再掲】 ルし、更なる連携が促進される仕組み

を検討する。{No.25}【再掲】 

(4) 卒業生を対象とした地域共創人材の

育成と、県内の専門職の能力向上支援 

   卒業生が地域の専門職をリードする

人材として、県内各施設等で活躍できる

よう、卒業生のニーズを踏まえて、教育

研究の特色を活かした専門職向けスキ

ルアップ研修を実施する。{No.28} 

・卒業生の職能に関する課題や専門職

団体等のニーズの把握 

・卒業生のスキルアップ及び県内専門

職のボトムアップを目的とした研修の実

施（年５件以上） 

・研修成果の検証 

(4) 卒業生を対象とした地域共創人材

の育成と、県内の専門職の能力向上

支援 

本学の教育研究の特色を活かした

「キャリアアップ研修」を実施するととも

に、卒業生をはじめとする専門職等の

スキルアップにつながる新たな研修を

開催する。 

また、地域が求める専門職人材や卒

業生の研修について、関係団体等に

ニーズ調査を行う。{No.28} 

 

 

 

３ 

本学卒業生のスキルアップや県内専門職の

ボトムアップを目的として、福祉や介護、看

護分野等のキャリアアップ研修を昨年度から

1 プログラム（2回）追加して企画した。新型

コロナウイルスの感染拡大により中止となっ

た 1 プログラムを除く 5 プログラム 6 回を実

施し、コロナ禍にもかかわらず 304 人の受講

があった。 

また、認定看護師を対象とした特定行為研

修を開講し、8名が修了した。 

地域の企業・団体等を対象に実施したアン

ケートに基づき、地域が求める研修ニーズを

とりまとめ、今後の参考として活用するべく

所属長等の学内関係者と内容を共有した。 

 

(5) 県民の健康増進・文化振興に関する

学習機会の提供 

   各市町等との協働により、住民の健

康増進や文化振興をテーマとした出前

型の公開講座を県内各地で計画的に

行う。 

  また、学内の教育活動に県民を参加さ

せることにより、充実させる。{No.29} 

・出前型公開講座の計画的実施（県内

全市町） 

・県民と学生が共に学ぶ講座の開催 

(5) 県民の健康増進・文化振興に関す

る学習機会の提供 

各市町等との協働により、出前型

の公開講座を県内各地で実施すると

ともに、開催地域の拡大に向けた広

報活動やニーズの把握を行う。 

また、県民と学生が共に学ぶ講座

として、公開授業や桜の森アカデミー

等を実施するとともに、質を確保しつ

つ効率的な運営を図るための検討を

進める。{No.29} 

 

 

３ 

出前型の公開講座として、サテライトカレ

ッジを 8地域で全 17回開催（受講者延べ 310

人）、コープやまぐち「私らしく生きる生きか

た講座」を 8 回開催（受講者延べ 167 人）し

た。また、開催地の新規開拓に向けて広報活

動や市町訪問を行い、岩国市において 6 年ぶ

りにサテライトカレッジを開催することとな

った。 

県民と学生が共に学ぶ講座として、公開授

業、桜の森アカデミー及び客員教授特別講義

を、コロナ禍における感染拡大状況に対応し

ながら、実施した。 

公開授業は、前・後期合計 7 講座を実施す

べく広報活動等の準備を進めたが、学内の新

型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い、

遠隔で行う 1 講座のみを実施し、2 名の受講

があった。 
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桜の森アカデミーは、前年度に引き続き、

効率的な運営を図りながら、1 コース（認知

症ケアリーダーコース）を実施し、21 名の学

生が受講した。 

客員教授特別講義は、全学及び各学部で受

講者を制限しながら実施し、受講者数は合計

779 名であった。 

(6) 地域の国際化に寄与する本学の国

際的な地位向上と大学・地域間交流の

推進（地域の国際化を推進する国際的

チームアプローチ） 

海外から本学を訪問する教育・研究

者や留学生の県内における活動を支援

する受け入れ体制を整えるとともに、学

生や県民に還元できる仕組みを構築す

る。{No.30} 

・活動を支援する受入体制の整備 

・ワークショップや交流会などの開催の

仕組み作り 

(6) 地域の国際化に寄与する本学の国

際的な地位向上と大学・地域間交流の

推進（地域の国際化を推進する国際的

チームアプローチ） 

地域と連携したイベントの情報を発

信し、本学学生・留学生や地域住民

に参加を促すとともに、交流プログラ

ム等を実施して地域に還元できる仕

組みづくりを整備する。 

また、学術交流協定に基づく留学

生・教職員の受入れガイドラインを策

定するほか、海外向けの大学情報発

信の充実に向けて取り組む。{No.30} 

 

 

 

 

３ 

地域との国際交流活動やイベントの情報を

まとめてリスト化するとともに、交換留学生

の受入が中止となったために、小中学校にお

ける英語での交流会等、長期留学生と日本人

学生が参加する多文化交流に切り替えて活動

を実施した。 

また、留学生や教職員の受入に係る事務手

続き等を定めた外国人受入ガイドラインの一

部内容の再検討を図り、「国際交流のための受

入れガイドライン」(案)を取りまとめた。 

海外向けの大学情報発信として、本学ウェ

ブサイトの英語ページを順次最新のものに更

新している。 

 

 

 

 

(7) 学生・教職員と地域住民が触れ合うこ

とのできる地域交流施設の運営と活用 

  本学の地域貢献活動を象徴する場所

として、学生・教職員と地域住民が協働

することができる地域交流施設を運営す

る。{No.31} 

・地域交流スペースの設置と運用 

・全ての学科に関する活動（年間50回以

上） 

(7) 学生・教職員と地域住民が触れ合う

ことのできる地域交流施設の運営と活

用 

地域交流スペースYuccaを、学生・

教職員と地域住民が触れ合うことので

きる地域交流施設として運営する。 

また、その実績を評価し、運営改善

に活用する。{No.31} 

 

 

 

３ 

飛沫防止用のパーテーションを設置するな

ど新型コロナウイルス感染防止対策を講じた

上で Yucca の利用を再開し、本学教員の管理

下で行う教育活動については使用できること

としたほか、ストリートピアノの使用等音楽

の練習に限定して活動を行った。 

また、新型コロナウイルス感染症の収束後

も見据えて、主に学生の利用促進を図るため

の広報活動や新たな利用方法の検討を行っ

た。 

 

 

 

 

(8) 県の政策実現及び市町その他団体

の課題解決への貢献 

  県の政策実現や市町その他団体との

(8) 県の政策実現及び市町その他団体

の課題解決への貢献 

県政課題や地域課題の解決に向

 

 

５ 

県政課題や地域課題に係る研究ニーズと本

学が保有するシーズをマッチングさせるた

め、情報交換会等により県や市町との連携を

 

 

年度計画を十二分に達成 
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課題解決に寄与するために、県や市町

等と共同で本学独自の教育研究資源を

活用した事業を実施する。{No.32} 

・新規事業の立ち上げ（3件） 

・県との協議機関の設置及び県の政策

に本学の教育研究資源を活用する仕組

み作り 

 

けて、県や包括連携協定を締結した

自治体等との情報交換を行い、本学

の教育研究資源を活用した事業を展

開する。 

また、県政課題や地域課題解決に

向けたシーズ醸成のための研究プロ

ジェクトを進める。{No.32} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深めた。 

山口県や自治体から依頼を受けた課題につ

いて 14 件契約し、地域企業等による受託研究

や受託事業の案件を含めると合計 24 件につ

いて契約を行った。 

さらにマッチングを進めるため、県へのニ

ーズ照会、シーズ提供を行い、本学からの 1

件の研究シーズ及び山口県から提出されたニ

ーズ案件 1件について情報交換を行った。 

また、シーズ醸成のための研究プロジェク

トについては、学内の研究創作活動助成の「大

地共創研究」枠において、地域の活性化や健

康に資する 2 件の研究活動を実施した。その

成果は学外の展示会開催や紀要の公表等を通

じて地域に還元した。併せて研究成果が多く

のメディアに取り上げられたことで、本学の

教育研究資源のアピールにつながった。 

さらに、県民への新型コロナワクチンの接

種を進める県施策に呼応し、学生・教職員だ

けでなく地域住民も対象とした集団接種を実

施し、課題解決に寄与した。 
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 大項目  第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 

 中項目    

 

中 

期 

目 

標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
大学運営の一層の効率化を図るため、理事長及び学長を中心とした組織体制の下、ガバナンスの強化を推進する。 
ガバナンスの強化に当たっては、組織体制の見直しや事務等の合理化、財政的基盤の強化など取組のほか、教職員研修

の取組を更に充実させることより、教職員の職能開発を推進し、ひいては大学組織全体の業務遂行能力の底上げを図る。 
また、大学情報の発信については、魅力ある大学づくりを進める上で重要なことから、時代の変化に合わせ、新たな情 

報媒体も活用した戦略性の高い取組となるように努める。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

 １ 事務等の合理化の継続的推進 

 (1) 機能的な組織編制の確立 

現在の事務局等について、検討す

べき運営上の課題等に対応するため

に、組織のあり方を見直し、機能的な

組織編制を確立するとともに、業務運

営の効率化につなげる。{No.33} 

・事務局等の組織再編の実施、検証 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関

する目標を達成するためとるべき措置 

１ 事務等の合理化の継続的推進 

(1) 機能的な組織編制の確立 

組織の再編による新たな体制にお

ける円滑な業務運営の一層の定着を

図るとともに、効率化の状況を踏まえて

必要な措置を講ずる。{No.33} 

 

 

 

 

 

３ 

組織再編に伴う人事異動や各所属における

事務分掌の見直し状況等を踏まえ、事務分掌

表の修正・取りまとめ作業を実施し、円滑な

業務運営の定着に努めた。 

また、各所属における所管業務の範囲や量、

時間外勤務の状況等を踏まえ、職員の適正な

配置を行うとともに、異なる部局間で所管業

務の見直し・移管を行った。 

さらに、監査法人による「会計監査に向け

た課題調査」の受検により明らかになった業

務運営上の課題に対して検討・検証を行い、

新年度からの体制強化のための人員・予算上

の措置を講じた。 

 

(2) 機能的な合議体制（各種委員会、

会議）の確立 

現在の各種委員会等について、検討

すべき課題に対応するために、各種委

員会等のあり方を見直し、統廃合を含

めて再編整備を実施し、より効率的・効

果的、機能的な合議体制を確立する。

{No.34} 

・各種委員会の見直し（統廃合等含

(2)  機能的な合議体制（各種委員会、

会議）の確立 

組織の再編による新たな体制にお

ける円滑な委員会運営の定着を引き

続き図るとともに、機能的な合議体制

の確立に向けて運営状況の確認・課

題の整理等を行う。{No.34} 

 

 

３ 

円滑な委員会運営の定着を引き続き図る

ため、組織再編による新たな体制における

教職協働組織（戦略本部、委員会、専門会

議）について、構成員や開催頻度等の見直

しを実施するとともに、構成員や開催頻度

等を取りまとめ、学内関係者に周知した。 

また、教職協働のあり方や取り組みを振

り返るとともに、成果や課題、改善点等を
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む）の実施、検証 明確にするため、教職協働に関する調査を

実施した。その結果、事務の集約、会議資

料の資質向上に大きく寄与できたことを確

認した。 

(3) 業務監査体制の整備 

業務改善を推進するために、新たに

組織的な体制を整備し、業務に関する

定期的な監査の実施や改善を行う。 

同窓会とは定期的な情報交換等によ

り連携を深め、その提言等を業務運営

の改善や効率化につなげる。{No.35} 

・業務改善を推進する監査体制の整 

備 

・業務監査の実施、検証 

・同窓会との情報交換会（年２回） 

(3) 業務監査体制の整備 

業務監査を実施し、その結果に基づ

いて業務改善に取り組む。 

同窓会とは定期的な情報交換等に

よる連携を深め、業務運営の改善等に

つなげるよう取組を進める。{No.35} 

 

３ 
昨年度整備した内部監査委員会規程及び内

部監査規程に基づき、10 月 26 日に第 1 回内

部監査委員会を開催し、令和 3 年度内部監査

計画を策定した。 

同計画に基づき、「法令遵守状況の監査」「競

争的研究費等に係る監査」「リスクの調査及び

評価」を行い、実施したリスクの調査に基づ

きリスクマップ（暫定版）を作成した。 

また、桜圃会（同窓会）と大学との情報交

換会を年２回開催し、桜圃会役員との連携を

深めた。 

入学生への情報提供方法の変更にあたり、

桜圃会事務局と調整し、入学生全員に入会案

内が送付されるようにした。 

 

２ 人事評価制度等による職能開発の推

進 

(1) 人事評価制度を活用した人材の育

成、組織の強化 

計画的な人材の育成、適材適所の

登用のほか、教育、研究、地域貢献等

に係る継続的な組織業績の達成となる

よ う 、 人 事 評 価 制 度 を 活 用 す る 。

{No.36} 

・人事評価制度の活用状況 

２ 人事評価制度等による職能開発の

推進 

 (1) 人事評価制度を活用した人材の

育成、組織の強化 

計画的な人材の育成、適材適所の

登用及び継続的な組織業績の達成

に資するため、PDCAサイクルを活用

した人事評価を実施する。{No.36} 

 

 

 

 

３ 

人事評価実施要領に基づき、管理職教員、

一般教員、事務職員の人事評価を実施した。 

また、当年度の目標達成度評価や能力評価

等を通じて各人、各所属の課題を把握し、次

年度の目標に盛り込むＰＤＣＡサイクルを当

該評価制度に取り入れることにより、教職員

の能力開発、教育研究の活性化を図った。 

 

(2) 教職員研修の計画的推進 

大学の教育研究の質の向上や業務

運営の改善となるよう、教職員研修を体

系的・計画的に実施し、教職員がその

職責を全うする上で必要となる能力、資

質を向上させる。{No.37} 

(2) 教職員研修の計画的推進 

教職員研修に関し、その目的や種

類、内容、手続き等を体系的に示した

統一的な研修実施方針に基づく年間

研修計画の策定、実行、評価の取組を

推進する。{No.37} 

 

３ 
令和 3 年度教職員研修実施方針及び研修計

画を定め、滞在研修、FD/SD、公大協実施研修、

県ひとづくり財団実施研修を体系的、計画的

に実施した。 

また、学内において、民間業者に委託した
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・教職員研修の体系的・計画的実施 教員研修・職員研修を実施し、より多くの教

職員に研修の機会を提供した。 

当該研修の受講を通じて、大学の教育研究

の質の向上や業務運営の改善、教職員がその

職責を全うする上で必要となる能力、資質の

向上を図った。 

 

【事務職員】 

公立大学協会実施研修 9回 15 名 

県職員研修(ひとづくり財団)派遣 16 回 23 名 

その他外部機関実施 8 回 9名 

【教員及び事務職員】 

全学 FD/SD 研修 1回 106 名 

選択型 FD/SD 研修 31 回 717 名 

新規採用職員研修 6 回 27 名 

３ 働きやすい職場環境の整備 

職員が仕事と家庭生活を両立させる

ことができ、働きやすい環境をつくること

によって、その能力を十分に発揮できる

よう職場環境を整備する。{No.38} 

・働きやすい職場環境の整備 

３ 働きやすい職場環境の整備 

教職員の「ワーク・ライフ・バランス」

が実現できるよう、年次有給休暇、育

児・介護休業等の取得の促進や時間

外勤務の縮減等の周知徹底を図るとと

もに、次世代育成支援対策推進法及

び女性活躍促進法に基づく「一般事業

主行動計画」に掲げた目標達成に向

けた対策を実施する。 

また、「魅力ある職場づくり」に向け

て、管理職員等研修を開催し、人材確

保・定着を図る。{No.38} 

 

 

３ 
年次有給休暇の取得や時間外勤務等の縮減

に関する案内のほか、規則及び関係様式等を

学内ホームページに掲載し、周知を図った。 

非常勤職員の特別休暇(結婚、妊産婦検診な

ど)を拡充し、4/1 から施行した。 

「年５日以上の年次有給休暇の確実な取

得」及び「時間外勤務及び休日勤務の縮減」

について、学内ＨＰに掲載し周知を図るとと

もに、産休・育休取得予定の教職員や、育休

から復帰する教職員、配偶者が出産前後の男

性教職員に対し、出産・育児支援制度につい

て、詳細に制度説明を行った。 

また、年度当初の管理職員等研修において、

年５日以上の年次有給休暇の確実な取得、各

種休暇制度、育児及び介護に関する支援制度、

時間外勤務及び休日勤務の縮減等について所

属長に周知した。 

 

４ 大学の情報発信の仕組み構築 

大学の魅力を高めるための情報発信

４ 大学の情報発信の仕組み構築 

整備したマニュアル等を運用し、情

 

 
管理職員等研修会や全学メール等で、「パブ

リシティの手引き」や「情報提供フォーム」
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のほか、知りたい情報等をわかりやすく

情報提供、また、適宜適切に広報する

ため、情報発信の仕組みを構築する。 

{No.39} 

・情報発信の仕組みの構築 

・プレスリリース数 

 

報発信の仕組みの更なる定着を進め、

積極的な情報発信を図る。 

また、大学創立80周年に合わせて、

大学の魅力や母校愛を高めることを目

的とした広報を展開する。{No.39} 

３ の活用方法について周知を行うとともに、前

月の学内フォームの利用件数を案内し活用を

促した。 

報道関係者向けメールマガジンの配信や、

プレスリリースを行い、本学に関するイベン

トや教育研究活動について、定期的に情報提

供した。 

また、創立 80 周年に合わせた本学の魅力発

信として、山口県の広報誌「ふれあい山口」

に広告を掲載した。併せて、大学 HP のブログ

に、各学科の卒業生をリレー形式で紹介して

いく企画である「卒業生バトン」ページを作

成し SNS も活用して発信するなど、積極的な

広報活動を行った。 
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中 

期 

目 

標 

第４ 財務内容の改善に関する目標 
大学の財政的基盤については、産学連携による研究費の確保や寄附講座など、自主財源の拡大も含め、その充実に向け

た取組を推進する。 
また、経費の支出については、不断の努力により抑制を図るとともに、資産の効率的な活用に努める。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

１ 自主財源の確保 

自主財源を確保するために、外部か

らの研究費等の確保や寄附金獲得増の

ほか、各種制度の見直しや新たな対策

の構築等を行う。{No.40} 

・自主財源確保策 

・収入額（運営費交付金を除く）の維持 

・自主財源確保策の検証・改善 

第３ 財務内容の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置 

１ 自主財源の確保 

自主財源を確保するため、寄附金

獲得のための取組を活発化させるほ

か、各種制度の見直しに向けて情報収

集・検討等を行う。{No.40} 

 

 

 

３ 

寄附金獲得のための取組みとして、過去の

寄附依頼実績や学生の就職者数、PBL での繋

がり、学生の利用状況等から訪問企業リスト

を作成し、リストに基づき訪問を行った結果、

1 件の寄附受入に繋がった。また、プロジェ

クト経費を企業が負担する PBL についても、7

社からの寄附金受入につながった。 

さらに、創立 80 周年記念に合わせて、さく

らの森夢基金に係る寄附の取組を集中的に行

った結果、前年度の２倍以上の寄付を集める

ことができた。 

このほか、コロナ禍における学修環境整備

として実施した新型コロナワクチンの集団接

種については自主財源を確保した。 

 

 

 

 

大項目  第３ 財務内容の改善に関する事項 

 中項目   
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２ 経費の抑制 

 (1) 人件費の抑制 

人件費を抑制するために、カリキュラ

ムの見直し や業務の見直し等を行

い、非常勤講師等を削減する。{No.41} 

・人件費の削減状況 

・人件費比率（70％以下） 

２ 経費の抑制 

 (1) 人件費の抑制 

定員管理計画に基づいた教職員

の配置を行うとともに、カリキュラムの

見直しや組織の見直しを踏まえ、人

件費比率を下げるための対策を講じ

る。{No.41} 

 

 

３ 

定員管理計画に基づく教職員の配置を行っ

た。 

人件費については、第 3 期の中期財政計画

において、各年度での目標額を設定すること

で人件費の抑制に取り組んでおり、令和 3 年

度においては、目標額 1,573 百万円に対して

実績額は 1,541 百万円であった。 

これにより人件費率は、実績ベースで

72.3％だった。 

また、翌年度に向けては、令和 4年度臨時・

非常勤職員採用計画を立案した。 

 

(2) 適切な予算編成及び予算執行の合

理化の推進 

管理的経費の適切な予算編成及び

予算執行の合理化を推進するために、

予算執行状況の分析や検証を行い、

実績額を抑える。{No.42} 

・予算編成における管理的経費の抑制

実績 

・予算執行における管理的経費の抑制

状況 

(2) 適切な予算編成及び予算執行の合

理化の推進 

前年度決算の分析及び今年度予算

の執行状況を踏まえながら、管理的経

費の抑制が図れるよう予算編成、執行

管理を行う。 

また、一括的な執行を取り入れた物

品購入等の効果を検証するとともに、

物品購入、旅費、謝金等に係る総合的

な会計マニュアルを作成し周知する。

{No.42} 

 

 

４ 

 

 

令和 4 年度予算については、令和 2 年度決

算の分析及び令和 3 年度予算執行状況を踏ま

えながら、経費毎に適正な予算編成を行った。 

予算執行にあたっては、引き続き合理化に

取り組み、電話料金及び宅配料金を抑制した。 

また、経費の適切な使用や不正防止を目的

に、会計処理に関するルールを分かりやすく

まとめた「YPU 会計ルールハンドブック」を

作成するとともに、学内の事務処理を円滑に

するために「山口県立大学旅費マニュアル」

を作成した。 

 

 

 

 

年度計画を十分達成 
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 大項目  第４ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 

 中項目  

 

中 

期 

目 

標 

第５ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 これまで取り組んきた自己点検や外部評価などの結果や学外者の意見が業務運営に適切反映されているか、改めて検証し、

その結果を基に必要に応じた改善を図るとともに、情報公開の一層の徹底を図る。 

 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第４ 自己点検、評価及び当該状況に係

る情報の提供に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

教育研究等の質の向上に資するため

に、自己評価や認証評価等の外部評価

に対応し、学内にフィードバックすること

により、改善につながる仕組みを確立す

る。{No.43} 

・大項目別評価（5項目）のb評価以上

（100％） 

・認証評価に関する仕組み構築 

第４ 自己点検、評価及び当該状況に

係る情報の提供に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

自己評価については、外部評価を

実施するとともに、その結果を公表

し、学内にフィードバックする。 

また、教育研究等の質の向上のた

めの新たな自己点検を実施するととも

に、次期認証評価に向けた情報収集

を継続して行い、改善につながる仕

組みを確立する。{No.43} 

 

 

 

３ 

自己評価については、公立大学法人評価委

員会の評価を受け、その結果を大学ウェブサ

イトに掲載し外部へ公表するとともに、学内

に向けて学外者を含む審議会等において報告

し、全学での課題の共有を図った。 

点検評価委員会において年次点検の基本方

針・基本マニュアル・報告書様式等を決定し、

教育研究等の質の向上のために、年次点検を

本格実施した。各部局には自己点検を依頼す

るとともに、その結果を委員会で取りまとめ

て報告・提言書を作成した。 

また、点検結果を質の向上につなげるため、

内部質保証に関する方針及び内部質保証推進

会議規程を定めた。 
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 大項目  第５ その他業務運営に関する重要事項 

 中項目    １ 施設設備の整備、活用等 

 

中 

期 

目 

標 

第６ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備、活用等に関する目標 

県の施設整備計画を踏まえ 、着実にキャンパスの移転を進めるとともに、引き続き、既存施設設備の適切な維持管理

とその有効活用なども図りながら、良好な教育研究環境の確保に努める。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第５ その他の業務運営に関する重要目

標を達成するためとるべき措置 

 １ 施設設備の整備、活用等 

（1） 施設設備の整備、活用 

県の「山口県立大学第二期施設整

備計画」が着実に推進されるよう、法人

として必要な取組を進めるとともに、既

存の施設設備については、適切な維

持管理を行う。 

また、施設の貸出等による効率的・

効果的な活用を進める。{No.44} 

・キャンパス移転の実施 

・施設の貸出等による活用実績 

第５ その他の業務運営に関する重要

目標を達成するためとるべき措置 

 １ 施設設備の整備、活用等に関する

目標を達成するためとるべき措置 

（1） 施設設備の整備、活用 

「山口県立大学第二期施設整備

計画」に従い、厚生棟及び1号館の

整備が計画的かつ円滑に進むよ

う、県と緊密に連携をとるとともに学

内の連絡・調整等を図る。 

また、既存施設の適切な維持管理

及び施設の貸出等の有効活用を図

る。{No.44} 

 

 

 

 

 

３ 

厚生棟や 1 号館の各工事について、全体の

進捗状況や実施設計図の確認など、県や工事

業者等と対面及び電話・メールにより密に連

絡を取り合うとともに、学内の関係部署との

調整も行いながら順調に計画を進めていっ

た。 

昨年度末から始まった体育館の耐震化工事

は、円滑に進み無事に終了したほか、学内施

設や備品等の修繕については適宜、対応を行

った。 

施設の貸出については、新型コロナウイル

ス感染症対応に即した施設貸出方針により適

切に行った。 

 

【貸出実績】522 千円/41 件 
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（2） 教育研究及び大学運営にかかる情

報管理体制の整備 

教育研究や大学運営の情報にかか

る資産管理などをするために、情報管

理体制を整備するほか情報基盤整備

の計画を策定する。{No.45} 

・情報管理体制の整備 

・情報基盤整備計画の策定 

（2） 教育研究及び大学運営にかかる情

報管理体制の整備 

「情報化推進の方針と整備計画(グ

ランドデザイン)」に基づいて、北キャ

ンパス、南キャンパスのネットワークの

環境整備及び維持管理に努める。 

また、この計画に従い、関係部署と

連携を図りながら、情報基盤及び情

報管理体制の整備を推進する。 

さらに、全学FD等を通じてセキュリ

ティ意識の向上等に努め、適切なネ

ットワーク利用を推進する。{No.45} 

 

 

 

 

３ 

北キャンパス、南キャンパスのネットワー

ク環境整備と維持管理に努めるとともに、供

用開始する北キャンパス厚生棟のネットワー

ク機器類の構成等について、保守業者との協

議を随時行った。また、南キャンパスⅮ館サ

ーバルームに設置していたサーバを北キャン

パス２号館のサーバルームに移設を行った。 

また、グランドデザインが描く情報基盤・

システム体系の着実な具現化に向けて検討を

進め、図書館と連携して、図書館システムの

更新をする等の取組を行った。 

さらに、業務委託により常駐しているシス

テムエンジニア及び情報システムアドバイザ

ーと連携を図りながら情報管理にあたり、適

切なネットワーク利用をテーマに FD を実施

した。 

 

 

 

（3） 図書館の利用環境及び図書管理体

制の整備 

    学生の学修効果と教員の教育研究

効果を高めることや学習、研究、収蔵

の３つの機能を高めるために、図書館

利用環境や図書管理体制を整備す

る。{No.46} 

・図書館利用環境の整備 

・図書管理体制の整備 

・図書館の利用者数、貸出件数 

 （3） 図書館の利用環境及び図書管理

体制の整備 

新キャンパス図書館の円滑な運営 

を図るとともに、利用者ガイダンスや 

各種講座等を実施して図書館の利 

用促進を図る。 

各学科等と連携しながら学生の学 

習環境及び教員の研究環境を整備 

する。 

また、前年度に導入した国立国会 

図書館の電子化資料及び電子ジャ 

ーナル等の利用促進を図り、電子書 

籍の拡充を図るとともに、定期購読一 

般雑誌等については見直しを行う。 

{No.46} 

 

 

 

 

３ 

４月に供用開始した新キャンパス図書館に

ついて、利用促進を図るため、図書館や情報

文献検索の利用ガイダンスの実施等をはじめ、

利用案内リーフレットの配布や広報誌の発行

を行った。 

また、通常展示に加えて各学科等の活動を

紹介する企画展示を月替わりで行い、普段来

館しない学生が図書館に足を向けるきっかけ

作りに努め、コロナ禍にも関わらず移転前を

大きく上回る入館者数となった。 

利用環境については、EZ Proxy の導入によ

り、キャンパス外から時間や場所の制約を受け

ずに電子書籍や電子ジャーナル等の電子リソー

スを利用することが可能になった。 

電子書籍については、Maruzen e-Book Library

の拡充を行った。 

 

【入館者数】41,932 人 

【貸出件数】13,998 冊 
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 大項目  第５ その他業務運営に関する重要事項 
 

 中項目    ２ 安全衛生管理 

 
中 

期 

目 

標 

２ 安全衛生管理に関する目標 

教育研究活動の円滑な実施に資するため、引き続き、教職員、学生の安全と健康の確保に関する取組を総合的かつ計画

的に行い、その水準の向上を図る。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

２ 安全衛生管理 

教職員・学生の安全衛生管理を総合

的かつ効果的に実施するために、衛生委

員会を中心に、安全衛生実行計画の策

定、実施、評価を行う。{No.47} 

・安全衛生実行計画による実施、評価 

２ 安全衛生管理 

年間安全衛生実行計画に基づき、衛

生委員会のもとで、教職員・学生の安全

衛生を確保するための諸活動を総合的

に実施する。 

また、当該諸活動の実績を評価し、そ

の結果に基づき所要の措置を講ずる。

{No.47} 

 

 

３ 

年間安全衛生計画に基づき、衛生委員会の

もとで、構内巡視、健康診断等、安全衛生を

確保するための諸活動を実施した。 

また、当年度の実績評価を行うとともに、

次年度の年間安全衛生実行計画を策定した。 

さらに、新型コロナウイルス感染症対策の

一環として、消毒液の定期補充、常時換気の

周知等を実施した。 
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 大項目  第５ その他業務運営に関する重要事項  

 中項目    ３ 法令遵守及び危機管理 

 

中 

期 

目 

標 

３ 法令遵守及び危機管理に関する目標 

法令遵守及び危機管理に資する内部統制の更なる充実・強化に取り組み、その成果を業務運営に反映させる。 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

３ 法令遵守及び危機管理 

法令遵守や危機管理に関する内部

統制の有効性を高めるために、法令遵

守等に関する方針や重要法令の周知、

各種監査や危機対策の取組を一元的、

計画的に行い、その結果を業務運営に

反映させる。{No.48} 

・法令遵守、危機管理の実施、評価 

３ 法令遵守及び危機管理 

法令遵守の実施体制に基づき、重

要法令等の遵守に関する周知を行うと

ともに、法令遵守状況の監査を実施す

る。 

また、危機管理マニュアルに基づく

危機対応訓練・評価、その他訓練を実

施する。{No.48} 

 

 

３ 

法令遵守については、全学 FD/SD において

ハラスメントに関連する関係法令・規程の周

知を行うとともに、内部監査を 4 部局を対象

に実施し、対象部局における重要法令の確認、

法改正への対応状況等について確認をおこな

った。 

危機管理マニュアルを、人事異動等に伴い

一部改正するとともに、教職員へ危機事象発

生時の迅速な対応の再周知を行った。 

国内震度 6 強の地震発生時に、関係部署と

連携し、危機管理マニュアルに準じた初動対

応および安否確認を実施した。 

さらに、厚生棟の供用開始に伴い、消防設

備等の確認を行ったほか、山口市消防本部に

よる救命講習（救命入門コース）を、教職員

を対象に講堂で実施した。 

また、「新型コロナウイルス感染防止危機対

策本部」による情報収集・対処措置・感染対

策を行い、学内関係者によるクラスターの発

生を防止した。 
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 大項目  第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 

 中項目    １ 予算 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （単位 百万円） 

区分 金額 

収入  

 運営費交付金 6,221 

 施設費 407 

 授業料等収入 4,922 

受託研究等収入 55 

その他収入 568 

   計 12,173 

 

区分 金額 

支出  

 教育研究費 2,161 

 受託研究等経費 55 

 人件費 8,308 

一般管理費 1,649 

   計  12,173 

 

【人件費の見積り】 
中期目標期間中総額8,308百万円を支出する（退職手当

は除く）。 
上記金額は、平成29年度の人件費見積額を基礎として、

定員管理計画等に基づく教職員数を踏まえ、役員の報酬

及び教職員の給料・諸手当並びに法定福利費に相当する

費用を試算したものである。 
退職手当は、「公立大学法人山口県立大学職員退職手当

規則」の規定に基づき支給し、当該年度において「職員

の退職手当に関する条例（昭和29年山口県条例第５号)」
に準じて算定された相当額が運営費交付金として財源

措置される 

（単位 百万円） 

区分 計画 実績 増減 

収入    

 運営費交付金 1,311 1,354 43 

 施設費 0 0 0 

 授業料等収入 770 752 △18 

受託研究等収入 22 34 12 

その他収入 164 162 △2 

   計 2,267 2,302 35 

 

 区分 計画 実績 増減 

支出    

 教育研究費 454 366 △88 

 受託研究等経費 22 34 12 

 人件費 1,599 1,541 △58 

一般管理費 192 191 △1 

   計 2,267 2,132 △135 

 
 【人件費の見積り】 

  総額 1,599百万円を支出する。 

退職手当は、公立大学法人山口県立大学職員退

職手当規則の規定に基づき支給し、当該年度にお

いて職員の退職手当に関する条例（昭和29年山口

県条例第５号）に準じて算定された相当額が運営

費交付金として財源措置される。 

退職給付（人件費の内数） 

計画 202百万円 

実績 231百万円 
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 大項目  第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 中項目    ２ 収支計画 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （単位 百万円） 

区分 金額 

費用の部 11,909 

 経常経費 11,607 

  業務費 10,458 

   教育研究費 2,095 

受託研究費等 55 

   人件費 8,308 

  一般管理費 1,149 

財務費用 0 

 雑損 0 

 減価償却費 302 

 臨時損失 0 

収入の部 11,909 

 経常収益 11,759 

  運営費交付金 6,221 

  授業料等収益 4,763 

  受託研究費等収益 55 

  その他収益 418 

  財務収益 0 

  雑益 0 
  資産見返運営費交付 

金等戻入等 
290 

  資産見返物品受贈額 
戻入 

12 

臨時利益 0 

当期純益 △150 
積立金取崩益 150 

当期総利益  0 
 

                       （単位 百万円） 

区分 計画 実績 増減 

費用の部 2,296 2,216 △80 

 経常経費 2,274 2,180 △94 

  業務費 2,082 1,998 △84 

   教育研究費 461 423 △38 

受託研究費等 22 26 4 

   人件費 1,599 1,549 △50 

  一般管理費 192 182 △10 

財務費用 0 0 0 

 雑損 0 0 0 

 減価償却費 22 36 14 

 臨時損失 0 0 0 

収入の部 2,296 2,306 10 

 経常収益 2,167 2,306 139 

  運営費交付金 1,311 1,354 43 

  授業料等収益 777 822 45 

  受託研究費等収益 22 35 13 

  その他収益 35 24 △11 

  財務収益 0 0 0 

  雑益 0 27 27 
  資産見返運営費交付 

金等戻入 
20 36 16 

  資産見返物品受贈額 
戻入 

2 8 6 

臨時利益 0 0 0 

当期純益 △129 90 219 
積立金取崩益 129 92 △37 

当期総利益  0 183  183 
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  大項目  第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

 中項目    ３ 資金計画 

 
中期計画 令和 3年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （単位 百万円） 

区分 金額 

資金支出 12,182 

 業務活動による支出 11,439 

 投資活動による支出 734 

 財務活動による支出 0 

 次期中期目標期間への繰越金 9 

資金収入 12,182 

 業務活動による収入 11,616 

  運営費交付金による収入 6,221 

  授業料等による収入 4,922 

  受託研究等による収入 55 

  その他の収入 418 

 投資活動による収入 407 

 財務活動による収入 0 

前中期目標期間からの繰越金 159 
 

                        （単位 百万円） 

区分 計画 実績 増減 

資金支出 2,374 3,096 722 

 業務活動による支出 2,194 2,096 △98 

 投資活動による支出 73 529 456 

 財務活動による支出 0 4 4 

 次年度への繰越金 107 467 360 

資金収入 2,374 3,096 722 

 業務活動による収入 2,138 2,289 151 

  運営費交付金による収入 1,311 1,353  42 

  授業料等による収入 770 834 64 

  受託研究等による収入 22 33 11 

  その他の収入 35 69 34 

 投資活動による収入 0 400 400 

 財務活動による収入 0 0 0 

前年度からの繰越金 236 407 171 
 

 

 
 

 大項目  第７ 短期借入金の限度額  

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 左の実績 特記事項 

１ 短期借入金の限度額 

   ３億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等

の発生等により緊急に必要となる対策費

として借り入れることを想定する。 

１ 短期借入金の限度額 

   ３億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故等の

発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れることを想定する。 

 

なし 
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 大項目  第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 左の実績 特記事項 

 

 なし 

 

 なし 

 

 

なし 

 

 
 

 大項目  第９ 剰余金の使途  

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 左の実績 特記事項 

決算において剰余金が発生した場合は、

教育研究並びに組織運営及び施設設備の

改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、

教育研究並びに組織運営及び施設設備の

改善に充てる。 

 令和 2 年度の当期総利益の額の全部

（122,359 千円）を設置団体の長の承認を

得て、目的積立金（教育研究・組織運営・

施設整備充当積立金）として整理した。 

 

 
 
 

 大項目  第10 法第40条第4項の承認を受けた金額の使途  

 
中期計画 令和 3年度の年度計画 左の実績 特記事項 

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究

並びに組織運営及び施設設備に係る経費

の財源に充てる。 

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究

並びに組織運営及び施設設備に係る経費

の財源に充てる。 

なし  
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４ その他法人の現況に関する事項 
   (1)主要な経営指標等の推移 

   (2)主要な施設等の状況 

   (3)役員の状況 

   (4)従前の評価結果等の活用状況 

第3期中期目標に係る業務の実績に関する報告書（平成30～令和3年度の状況）に記載のとおり 
 
   (5)学外者の意見に対する対応状況 

学外者からの意見・提言の概要 意見等への対応状況 

「大地共創研

究」の実現につ

いて 

大学をあげて子育てしやすい県

づくりに取り組むことも必要では

ないか。 

地域からの研究ニーズと学内シーズのマッチング体制を活用し、県政課題や地域課題解決に資す

る研究活動を推進しており、令和３年度においては、大地共創コンソーシアムのキックオフイベン

トを企画し体制を強化するとともに、市町の子ども貧困対策施策への指導助言や、地域子育て支援

拠点職員のスキルアップを目的とした研修を実施した。また、Yucca での活動をきっかけとする、教

員や学生による、発達障害児を育てる母親の子育て支援を実施した。 

さらに、児童虐待など子ども家庭問題への対応や特別支援に関する研修、保育者等のサポートの

実施などに取り組む「子ども家庭ソーシャルワークセンター（仮称）」の設置に向けた検討を開始し

たところであり、引き続き、県や市町との連携・情報交換を行い、子育てしやすい県づくりをはじ

めとする地域課題の解決に取り組んでいきたい。 

入学者に占め

る県内生割合

の向上につい

て 

中高生を働きかける対象に加

え、大学の存在をアピールしてい

くことが必要と考える。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったオープンキャンパスを定員制で実

施し、出前講義や進路説明会、大学見学、高校訪問等の入試広報活動を実施するとともに、高大接

続改革への対応及び入学者の質の確保を目的とした新たな高大接続事業企画を看護学科で本格実施

し、文化創造学科以外の 3 学科については試行を行い、次年度以降の本格実施に向けた準備を整え

た。引き続き、本学の魅力の積極的な発信に取り組んでいきたい。 

卒業生の県内

定着の促進に

ついて 

県内就職を希望しながら、県内

に就職していない学生の理由を分

析すること等により、県内就職の

促進に取り組んでいただきたい。 

県内就職に至らなかったケースを分析した結果、令和２年度は、県内企業に応募したものの採用

にいたらなかったものが多かった。原因として採用面接の準備不足などが見受けられたため、令和

３年度においては、就職活動の本格的始動を前に、後期初めに新たに就活対策講座を追加したほか、

引き続き学生の状況確認及び個別指導を行うことで、きめ細かく粘り強い支援に取り組んでいる。 

さらに、県内企業との連携拡大や、本学独自の企業訪問を計画、県内市町の職場見学及び仕事説

明会を開催したほか、看護学科と連携して県内病院への推薦応募の情報提供及び手続支援を行うな

ど、県内就職の促進に取り組んでいる。 

 
   (6)その他法人の現況に関する重要事項 

特記事項なし 


